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当誌は、住友生命の2022年度のサステナビリティに関する取組みについて、
お客さまや従業員をはじめとする幅広いステークホルダーの皆さまに分かり
やすくお伝えすることを目的に作成しています。
当報告を「サステナビリティレポート」と位置付け、マテリアリティに基づく
重点取組みを中心に、サステナビリティに関する方針や体制を報告しています。

住友生命のパーパスとは
（パーパス：存在意義）

C O R P O R A T E  P U R P O S E

社会公共の
福祉に貢献する

編集方針

2022年度（2022年4月1日～2023年3月31日）
最新の状況をお知らせする目的で直近の活動についても掲載しています。
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住友生命は創業以来「社会公共の福祉に貢献する」という存在意義(パーパス)のも
と、健康長寿社会の実現と社会・環境課題解決に向けた取組みを実践してきました。
人生100年時代の到来といった社会の変化を背景に近年では、Vitalityをコアと
した独自のアプローチを実践しています。

ステークホルダーのウェルビーイングに向けて ………………………… 　25
ESG関連データ ………………………………………………………………………………………… 　25
社会からの評価　イニシアティブへの参画 …………………………………… 　27

住友生命は生命保険・機関投資家の両事業で持続可能な社会・環境の実現へ貢献
し、事業を支える基盤となる人的資本の価値向上に取り組むことで「なくてはなら
ない保険会社グループ」の実現を目指します。

ステークホルダーのウェルビーイングに向けた貢献領域や目指す姿、当社の非財務情
報に係るデータを一覧化しています。また、国際機関、政府、自治体、企業、業界団体等と
連携することが重要であると考え、イニシアティブへの積極的な参画を進めています。

　　　　　保険事業を通じた健康寿命の延伸 ……………………………… 　15
　　　　　保険事業を通じた安心の提供 ……………………………………… 　17
　　　　　持続的・安定的な成長の実現 ……………………………………… 　19
　　　　　ステークホルダーとの信頼関係の構築 ……………………… 　21
　　　　　サステナビリティを支える経営体制 ………………………… 　23

お客さま、ビジネスパートナー、従業員、社会にとって必要とされ続ける生命保険会社
であるためにリスクと機会を検討し、マテリアリティを特定しています。特定した5つの
マテリアリティに応じた取組みを実行し、サステナビリティ経営を推進しています。

報告対象期間

特集 3

統合報告書「REPORT SUMISEI 
2023」については、下記HPより
ご参照ください。
https://www.sumitomolife.co.jp
/about/company/report/disclos
ure/top/index.html
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していきたい。また、非保険領域も含めたウェルビー
イングサービスの展開を進め、理念に共感いただける
自治体や民間企業などと連携し、WaaS (Well-being 
as a Service)エコシステム※2 として拡げていきます。
　本業を通じた社会課題の解決のみならず、地球
環境のウェルビーイングについて向き合い、環境課
題の解決に取り組んでいくことも、サステナビリ
ティ経営方針の実現に向けて欠かせません。2050年
のカーボンニュートラルについてはグループ全体で
温室効果ガス（GHG）排出量ネットゼロを掲げたほ
か、2030年の削減目標についても引上げを実施する
など、持続可能な社会の実現に向けた取組みを推進
しています。

　2023年2月には「つながる、ひろげる、先へいく。
Challenge ∞ Change」をコンセプトに、東京本社の
社屋を東京ミッドタウン八重洲に移転しました。移
転をきっかけとして進めた様々な取組みが、職員一
人ひとりのよりよい働き方につながっており、職員
がウェルビーイングになることによって、ステーク
ホルダーの皆さまにウェルビーイングの価値をより
一層拡げていくことができるという好循環が生まれ
ています。職員がいきいきと働き、地域・日本・世界の
ウェルビーイングに最も貢献している保険会社グ
ループとして世の中から信頼・支持される会社とな
るべく、未来に向けて「先へ行く」サステナビリティ経
営を推進していきます。

できるか、社会・環境課題の解決にいかに貢献できる
か。お客さま・社会と、住友生命がサステナブルで
あるために、グループ一体となって取組みを進めて
まいります。

　サステナビリティ経営方針という長期的に目指す
姿の実現のために、足元の課題への対応を中心に
検討するのではなく、どのような会社になりたいか、
また目指すべきかについて、中長期的な方向性を
見定めるべく議論を重ねてきました。
　2023年3月には、サステナビリティ経営方針の
実現のための戦略として、2030年を一つの到達点と
する「住友生命グループVision2030」を策定しま
した。身体的な健康だけでなく、社会的、精神的にも
健康で幸せな状態、すなわち「ウェルビーイング」と
いう価値を提供して社会に貢献していくという
ビジョンを描き出し、「ウェルビーイングに貢献する

『なくてはならない保険会社グループ』」を2030年の
ありたい姿として定めました。
　お客さま、社会、ビジネスパートナー、地球環境、
従業員という５つのステークホルダーに対して、
それぞれのウェルビーイングに貢献し、信頼・支持
され、会社として持続的・安定的に成長していくこと
を目指していきます。
　2030年までの目指すべき目標として、グループの
ウ ェ ル ビ ー イ ン グ 価 値 提 供 顧 客 数2000万 名、
Vitality会員数500万名を掲げています。創業以来
ご提供してきた保険の価値を拡げていくことはもち
ろん、健康増進型保険“住友生命「Vitality」”による
ポジティブな価値をさらに多くのお客さまへお届け

　住友生命は、パーパスとして「社会公共の福祉に
貢献する」ことを掲げ、創業以来、生命保険事業を
通じてお客さまの人生を支え、社会に貢献し続けて
きました。そして、その普遍的な使命をサステナビリ
ティの視点から明文化した「サステナビリティ経営
方針」を2022年5月に制定し、果たすべきミッション
として位置付けています。
　近年、気候変動や人権問題などグローバルな社会・

環境課題に加え、新型コロナウイルス感染症など
様々なリスクが顕在化し、人々の日常に大きな影響
を及ぼしています。それは裏を返せば、住友生命が
サステナビリティ経営方針で目指す「豊かで明るい
健康長寿社会」、「持続可能な社会」実現の重要性が
より高まっている時勢であるとも言えます。
　2023年はSDGs※1 の「中間年」にあたり、ゴールと
なる2030年に向けて取組みを加速していく必要が
あります。社会の持続可能性を考える上で、本業を
通じてどのようなポジティブな価値を世の中に提供

取締役 代表執行役社長

サステナブルな未来の実現に向けて
「ウェルビーイング＝一人ひとりのよりよく生きる」に貢献する
なくてはならない保険会社グループへ

Top Message

住友生命のサステナビリティ経営

サステナビリティ経営方針の
実現に向けた取組み

サステナビリティ経営方針

保険事業の健全な運営

成長し続ける会社づくり

社会・環境課題の
解決への取組み

ステークホルダーとの協働

現在

今後に
向けての
課題

住友生命の次期3年間の
具体的な取組みと計数目標
(計数目標はグループベースも設定)

現時点で課題が明確なものや、
現時点からの連続性の取組みで

対応していくものを盛り込み

2030年を踏まえた
バックキャスティング

住友生命グループ
Vision2030

果たすべき使命・
長期的に目指す姿

サステナビリティ経営方針の実現

スミセイ
中期経営計画2025

20302026

住友生命
新世紀※3

2030年の
ありたい姿2026年

※3 1926年の社名変更(日之出生命→住友生命)から100年
サステナビリティ経営方針の

実現を確実なものとするための戦略

※1 SDGsとは2015年の国連サミットにて採択された2030年までの国
際開発目標で、17の目標(ゴール)および169のターゲットが設定さ
れています。

※2 「Well-being as a Service」の略で、“住友生命「Vitality」”を中心に
「一人ひとりのよりよく生きる＝ウェルビーイング」を支えるサービス
をエコシステムとして展開していきます。
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　住友生命は、サステナビリティ経営を推進する上で重要となる5つの項目（サステナビリティ重要項目）を定めて
います（詳細はP5）。
　これらのサステナビリティ重要項目に基づいて実施している様々な取組みと実績をご紹介します。

＊2018年９月～2021年１月に加入した会員の2023年
１月末までの平均歩数を分析。

＊2023年3月末時点の金額(住友生命単体の実績)。
＊金額は万円未満切り捨て。

＊2050年GHG排出量ネットゼロ

＊2018年９月(Vitality提供開始)から2022年３月
以 前 に ご 加 入 い た だ い た 契 約 の、2022/4月 ～
2023/3月の支払実績に基づき算出。

＊死亡率は災害死亡を、入院率は災害入院および新型
コロナウイルス等の感染症による入院を除く。

＊2022年度末時点
＊2023年8月には150万件を突破。

＊東京、大阪をはじめ、包括連携協定締結済の自治体
と多分野で連携事業を継続実施。

＊住友生命、住友生命グループ子会社のアイアル
少額短期保険株式会社がIT企業と共同で開発。

2022年度サステナビリティハイライト

保険事業を通じた
健康寿命の延伸

ステークホルダーとの
信頼関係の構築

持続的・安定的な
成長の実現

サステナビリティを支える
経営体制

保険事業を通じた
安心の提供

健康増進型保険“住友生命「Vitality」” カーボンニュートラル社会の実現

地域・社会貢献

自治体との連携の推進

金融リテラシー教育の推進

経営体制の強化

人　　権

ガバナンス

健康・安心・安全な暮らしの実現 人材育成

ダイバーシティ、
エクイティ＆インクルージョン

IT企業との商品・サービスの共同開発

責任投資

新商品の発売

133.2万件

48.3% 

100% 

61% 

84%

死亡保険金

121億9,956万円
入院給付金

751億2,566万円

44件

死亡率 約43% 低い

入院率 約18% 低い

累計販売件数

スミセイ・ヒューマニー活動
(職員ボランティア)所属参加率

男性育児休業取得率

職員エンゲージメントスコア

女性管理職比率

2022年度 お客さま満足度
（総合満足度)

加入前よりも運動する機会が増えた

Vitality会員は非会員と
比較して

自治体（都道府県）との連携件数

住友生命グループ
Vision2030

スミセイ中期経営
計画2025

の策定

人権リスク評価
の実施

重点課題の特定

社会・環境
サステナビリティ

推進協議会
の設置

住友生命グループ
税務ポリシー

の制定

90.1%

100%

新コンピテンシー
運営

約6,800億円

インフルエンザ
お見舞金保険

を開発

お役に立った保険金・給付金

ESGテーマ型投融資実行額
（2020年度～2022年度）

Vitalityスマート
の発売

収入パスポート
の発売

 詳細 : P15

 詳細 : P18

 詳細 : P21  詳細 : P5

 詳細 : P7

 詳細 : P23

 詳細 : P23

 詳細 : P21

 詳細 : P22

 詳細 : P10

 詳細 : P19

 詳細 : P19

 詳細 : P19

 詳細 : P20

 詳細 : P16

 詳細 : P17

 詳細 : P14

 詳細 : P18

 詳細 : P16

 詳細 : P7

GHG
グループ削減目標※

の設定

子供たちへの
教育支援サービス

の実施

 詳細 : P11



パーパス
（存在意義）

ビジョン
（中長期的に目指す姿）

バリュー
（行動指針・大切にする価値）

経営の要旨（第1条）
社会公共の福祉に貢献する

ミッション
（果たすべき使命）

サステナビリティ経営方針
豊かで明るい健康長寿社会の実現に貢献する

持続可能な社会の実現に貢献し、持続的に成長する
一人ひとりのよりよく生きる（ウェルビーイング）に貢献する

住友生命ブランドビジョン
お客さまの未来を強くする

4つの「先進の価値」を実現する

住友生命グループ行動規範
お客さま本位の業務運営方針
住友生命グループ人権方針
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サステナビリティ経営方針

理念体系 サステナビリティ経営方針

　住友生命は、経営の根本精神を表した企業理念である「経営の要旨」を頂点とし、そこに示された普遍的な
使命をサステナビリティの視点から明文化した「サステナビリティ経営方針」および、お客さまの視点から見た
中長期的に目指していく姿を示す「住友生命ブランドビジョン」を経営方針としています。
　また、経営方針を役職員が行動レベルで実践するための指針として、「住友生命グループ行動規範」「お客さま
本位の業務運営方針」「住友生命グループ人権方針」を定めています。

住友生命の経営方針

保険事業の健全な運営

成長し続ける会社づくり ステークホルダーとの協働

社会・環境課題の解決への取組み

　お客さまとそのご家族の人生に寄り添い続け、
お客さまがよりよく生きることができるよう、
一人ひとりのニーズに応じた最適な保障・サービス
を提供し、お客さまにとっての価値を高めていき
ます。
　保険事業の根幹である保険金等のお支払いを
正確、迅速かつ確実に遂行するため、中長期に
わたり安定した資産運用に取り組むとともに、
健全な財務基盤の確保に努めます。
　事業を展開するすべての国・地域で適用される
法令・ルール等を遵守するとともに、人権や多様
性を尊重した事業活動を行います。

　住友生命は、保険事業の健全な運営と発展を通じて、豊かで明るい健康長寿社会の実現に貢献します。
　また、社会公共の福祉に貢献するという存在意義のもと、誠実な業務遂行および社会・環境課題の解決
への取組みを通じて、持続可能な社会の実現に貢献し、お客さまをはじめとした各ステークホルダーに
信頼・支持され、持続的・安定的に成長する会社を目指します。

　従業員の人権と多様性を尊重するとともに、
一人ひとりが健康かつよりよく生きることが
でき、公平な環境で自身の価値を発揮し、誇りと
自信をもっていきいきと働き続けられる会社
づくりに取り組みます。

　社会の一員としての責任を認識し、社会・環境
課題に対して本業である生命保険の提供・資産運
用の両面からその解決に取り組むとともに、あら
ゆる事業活動において多様性を包摂する持続
可能な社会の実現に貢献します。
　気候変動をはじめとした課題を抱える地球
環境は持続可能な社会の基盤になるとの認識の
もと、事業活動において生じる環境負荷の低減や
生物多様性等に配慮するとともに、脱炭素社会へ
の移行を促すことで、カーボンニュートラル社会
の実現に貢献します。

　これらの取組みを通じて、お客さま、ビジネス
パートナー、従業員、社会、地球環境といった
ステークホルダーからの信頼・支持を得て、ともに
持続可能な未来の実現を目指します。



マテリアリティ リスクと機会 主な取組内容 目指す姿 関連するSDGs

保険事業を通じた
健康寿命の延伸

● “住友生命「Vitality」”に関する事業
を推進

“住友生命「Vitality」”を広 く 社 会
に向けて発信するための取組みや、
商品、プ ロ グ ラ ム メ ニ ュ ー、特典

（リワード）の進化に資する取組み
などを実施

参 照  P15-16

いつまでも安心して
健康に暮らすことが
できる社会の実現に
向けて、 保険事業を
通じて、日本の健康寿
命の延伸に貢献する

保険事業を通じた
安心の提供

● 人生100年時代を見据えたサービス
や情報提供の推進

● 持続可能性を考慮した責任投資※

参 照  P17-18

お客さま本位の経営
の推進を通じて、すべて
の人々に適切な生命
保険商品・サービス、
その先にある安心を
提供する

持続的・安定的な
成長の実現

● 働き方の変革やリソースの最適化を
通じた生産性向上

● 柔軟で多様な人財の採用と共育
● 協業等によるビジネスパートナーと

の共生
● オープンイノベーションによる新た

な価値創造
● 海外事業を通じた収益基盤の多様化
● 事業展開インフラ（IT等）の強化

参 照  P19-20

時代を超えて受け継ぐ
べ き 経 営 方 針 の 下、
社会の変化・変革に対応
して着実に成長し続
ける

ステークホルダーとの
信頼関係の構築

● 金融リテラシー教育の推進
● カーボンニュートラル社会実現への

貢献
● 地域に根付いたウェルビーイング

サービスの提供
● 社会貢献活動の推進

参 照  P21-22

ステークホルダーから
の期待に応え、ステーク
ホルダーに信頼・支持
される会社を目指す

サステナビリティ を
支える経営体制

● グループベースの経営体制強化
● コンプライアンスへの取組み
● 人権への取組み
● 個人情報保護への取組み
● ERM経営の推進、リスク管理体制

の高度化

参 照  P23-24

誠実な業務遂行・健全
な財務基盤の構築を
行い、持続可能な社会
づくりに貢献する企業
グループであり続ける
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5

・ 長寿化に伴う死亡保障ニーズ減少、
入院・手術等の給付金支払額増加の
可能性

・ 提供する商品・サービスと顧客ニーズ
とのミスマッチ、他社・近隣業種から
の類似商品・サービスによる陳腐化

・ 社会課題解決の視点を無視した投融
資行動による資産価値毀損の可能性

・ 環境変化に適合しない事業運営に
よる顧客の喪失・勤労意欲減退・職員
採用への支障等の発生

・ 信頼関係を毀損することにより社会
的な存在意義を失う可能性

・ 法令違反や社会規範を逸脱した企業
行動による信頼低下と企業価値毀損
の可能性

・ 長寿化や単独世帯の増加等に伴う
生存保障ニーズの高まり

・ 健康増進に資する独自商品の開発に
よるマーケットの拡大

・ 顧客ニーズを捉えた商品・サービス
の提供による企業価値の向上

・ 社会課題解決に資する資金ニーズ
拡大に伴う投融資機会の増加

・ 変化する社会のニーズを捉えた事業
運営による社会からの信頼獲得・安定
的な収益の確保・企業価値の向上

・ 社会的な責任を果たすことによる
ステークホルダーからの信頼の獲得

・ 実効性の高いコーポレート・ガバナ
ンスの実現と継続的な改善を通じた
企業価値の向上

リ
ス
ク

リ
ス
ク

リ
ス
ク

リ
ス
ク

リ
ス
ク

機  

会

機  
会

機  

会

機  

会

機  

会

サステナビリティ重要項目
(マテリアリティ)
　当社は経営方針に基づき、右図のとおりマテリアリティ（重要
項目）を定めています。この５つの重要項目に対して、リスクと
機会および達成に向けた主な取組みを特定することで、当社が
重点的に取り組む課題を明確にしています。
　「スミセイ中期経営計画２０２５」では “住友生命「Vitality」”
を通じて健康長寿社会に貢献することを中心に、マテリアリ
ティ（重要項目）に対する具体的な取組みを掲げています。

価
値
の
創
造

サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
基
盤

持続的・安定的な
成長の実現

保険事業を通じた
安心の提供

ステークホルダーとの
信頼関係の構築

サステナビリティを支える経営体制

サステナビリティ重要項目

CSVプロジェクト
保険事業を通じた
健康寿命の延伸

※責任投資はすべてのSDGs達成に貢献する

推進体制

取
締
役
会

各執行部門

報告

指示

連携

社会・環境サステナビリティ
推進協議会

各種会議
サステナビリティ

重要項目
（マテリアリティ ）の

取組状況の確認

議長（グループ・サステナビリティオフィサー）

構成員（関係部門の部長）

事務局（企画部）

■持続可能な社会の基盤となる地球環境・社会のウェルビーイングへの貢献
に向けた取組みの検討を行う。

■マテリアリティに対する主な取組み「カーボンニュートラル」「社会貢献活
動」に係る「社会・環境サステナビリティ推進計画」の策定・振返りを行う。

■社会・環境課題の視点から、新たに生じる課題の事業への影響評価や取込
みについて検討を行う。

■社会・環境課題に係るグループベースでの取組みの検討を行う。
■社会・環境サステナビリティに関する情報開示を推進する。

グループ・サステナビリティオフィサー メッセージ

　2030年を期限とした持続可能な開発目標であるSDGsの達成に向けて、これまで
世界中で様々な取組みが進められてきましたが、今もなお、気候変動への対応に
加え、人権の尊重、健康長寿の達成、安心安全な社会の実現など多くの課題に直面
しています。社会に責任ある企業グループとして求められているのは、企業価値
を持続的に向上させるとともに、社会・環境課題の解決に向けて積極的な役割を
果たすことだと考えています。
　住友生命では、「社会・環境サステナビリティ推進協議会」を設置しており、社
会・地球環境のウェルビーイングへの貢献に向けた取組みの検討を行っています。
2050年カーボンニュートラル実現に向けて、グループ全体で温室効果ガス(GHG)の排出量ネットゼロを掲げ、
2030年の中間目標の引上げや、削減に向けた中長期的なロードマップの作成を新たに行いました。また、生物
多様性・自然資本への取組みを進めるべく、2022年9月にTNFDフォーラムに加盟しており、今後、地球環境保護・
生物多様性保全の取組みや、情報開示の充実にも努めていきます。
　住友生命グループは、持続可能な社会づくりを目指して、様々なステークホルダーと協働しながらサステナビ
リティ経営に取り組んでまいります。

角  英幸　

社会とともに、持続可能な未来を目指して

取締役　代表執行役専務
グループ・サステナビリティオフィサー　

経営政策会議

社会・環境サステナビリティ推進協議会

社会・環境課題に係る
「主な取組み」の推進

■カーボンニュートラル社会実現
　への貢献
■社会貢献活動の推進

関係する
「主な取組み」の推進

人生100年サポート協議会
責任投資委員会
本社人権啓発委員会
ERM委員会　　　　　  等

　当社は、持続可能な社会の基盤となる
社会・地球環境のウェルビーイングへの
貢献に向けた取組みの検討を行うため、
グループ・サステナビリティオフィサー
を議長とする「社会・環境サステナビリ
ティ推進協議会」を設置しています。本
協議会では、カーボンニュートラルに向
けた取組みや社会貢献活動の推進のほ
か、社会・環境課題の視点から、新たに生
じる課題の事業への影響評価等を行っ
ています。

社会・環境サステナビリティ推進協議会

目 的
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6

1952
社名を「住友生命保険相互会
社」に社名変更

「経営の要旨」で社会貢献に対
する基本的な考え方を明文化
社会および契約者福祉増進
基金の積立を開始

1926
「住友生命保険株式会社」に
社名変更
(1947年 ～1952年 は「 国 民
生命保険相互会社」)

保険事業を通じた
健康寿命の延伸

保険事業を通じた
安心の提供

持続的・安定的な
成長の実現

ステークホルダーとの
信頼関係の構築

サステナビリティ を
支える経営体制

1907
日之出生命保険株式会社を設立

「会社経営の安泰と保険契約者の利益を
第一とし、堅実な会社経営を通じて社会
に貢献しよう」という理想のもと、日之出
生命保険株式会社を設立。

豊かで明るい健康長寿社会の実現

社会課題の解決への取組み

環境課題の解決への取組み

1960

19781977

1996 2008

2019

2019 2020

2023

2021 2022

2006

1992

1992 2007 2008

20232021

2018 2022

2020

20232022

2023

2001

2009

2015

20142007

2008 20102006

1986

1990

2018

2019

2008

2009

2012

2016

2017

1985

1991

2007

巡回検診

絵画コンクール

芝生応援団（小学校校庭の芝生整備）

緑地保全活動

「未来を築く子育て
プロジェクト」小冊子

ビーチクリーンアップ清掃
活動2019年

©WWFジャパン

「Vitality」プラザ

住 友 生 命 社 会 福 祉 事 業 団
（現：住友生命福祉文化財団）
を設立
巡回検診車活動、総合健診システム

（人間ドック）など種々の社会福祉
事業に取り組む。

身体障害者雇用対策委員会
を発足

こども絵画コンクールを
開始
2000年からルーブル美術館の後援
を受ける。

事務インフラ改革委員会設置
伝票レス化、経理事務機械化による
印刷物等の削減

スミセイeco活動開始

国連責任投資原則（PRI）に
署名

気候関連財務情報開示
タスクフォース（TCFD）
提言への賛同

Climate Action100および
CDPに署名

Partnership for Carbon 
Accounting  Financials
(PCAF)へ加盟

東京都および埼玉県へのクレ
ジット（CO2超過削減量）寄付

Net-Zero Asset Owner 
Allianceへ加盟

住友生命グループGHG排出
量削減目標の設定

2050年温室効果ガス排出量
ネットゼロに向けた
削減目標の設定

TNFD※フォーラムへ加盟
※自然関連財務情報開示タスク

フォース

環境省「Plastics Smart」に賛同
使い捨て用プラスチックの削減等
に取り組む

CSR経営ビジョン、
スミセイ環境方針制定

スミセイ・ヒューマニー
活動開始

スミセイ・ヒューマニー
活動開始

「“スミセイきれいな地球を
守り隊”運動」を実施

サンゴ礁保全プロジェクト
を実施

「プラチナくるみんプラス」
認定取得

国際イニシアティブ
「Advance」に署名

地域と共助した健康づくり
「生活習慣病からあなたを
守るプログラム」を始動

企業主導型保育所
「ポピンズナーサリースクール 
すみせいキッズ」を開園

「認知症バリアフリー宣言」
を公表

障がい者活躍推進に
取り組む国際活動

「The Valuable 500」に加盟

健康経営優良法人2023
～ホワイト500～に認定

“住友生命「Vitality」”
累計100万件突破

「Vitalityスマート」を
発売開始

スミセイおはなし広場
キャラバン開始

（住友生命健康財団の取組み）

NPO法人Table for
 two internationalの
プログラムに参加

「プラチナ
くるみん」
認定取得

女性の管理職登用に関する
設定目標を公表

スミセイアフタースクール
プロジェクト開始

「未来を築く子育てプロジェクト」
（現：「未来を強くする子育てプロ
ジェクト」）を開始

国連グローバル・コンパクト
に参加

従業員のワーク・ライフ・
バランス諸施策方針を策定

全国縦断チャリティ
コンサートを開始

クラシック音楽専用ホール
いずみホール

（現：住友生命いずみホール）
オープン

地域医療貢献奨励賞の表彰
を開始

（住友生命福祉文化財団の取組み）

障害者雇用優良企業認証
取得

「スミセイ“Vitality 
Action”」を開始

健康増進型保険 “住友生命
「Vitality」”販売開始

来店型店舗
住友生命

「Vitality」
プラザを
展開開始

がん対策等の連携協定等で
自治体との連携開始

認知症サポーターの
養成を開始

国立がん研究センターと
がん情報普及啓発に向けた
包括的提携に関する
協定締結

JAPAN Vitality
プロジェクト開始

東京都・大阪府等の地方自治
体と包括連携協定締結

住友生命健康財団を設立
国民の心身の健康の一助として、顧
客のみならず、一般社会の人々を対
象にした社会公共活動の推進のた
め設立された。

スミセイさわやか介護
セミナーを実施

（その後スミセイウェルネス
セミナーに改称）

ピンクリボン運動を応援

住友の事業精神を起点とした社会課題に対する歩み 　住友生命は116年にわたり、人々の安心・安全な生活に欠かせない生命保険を社会に提供してきました。保険事業
を通じて豊かで明るい健康長寿社会の実現に注力し、機関投資家としての責務を果たすべく、社会課題や環境課題
の解決に対しても取組みを続けていきます。

　1585年に誕生した住友家初代住友政友は、商人としての心得を説いた
「文殊院旨意書（もんじゅいんしいがき）」を残しました。その教えは1891年、
廣瀬宰平により「営業要旨」として継承され、住友グループの経営を支えて
きました。「住友事業精神」には「住友の事業は住友自身を利するとともに、
国家を利し、社会を利する事業でなければならぬ」という社会に対する強い
使命感が込められており、住友生命の企業理念の基盤となっています。

サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
経
営
方
針
の
実
現

住友政友像 文殊院旨意書

岡本敏行

営承　P８５３

スミセイコミュニティスポーツ
推進助成プログラムを開始
(住友生命健康財団の取組み）

住友の事業精神について 住友生命の歩み

2001

認知症ケアに取り組む団体
への支援を開始

アシスタントドッグの
育成支援を開始
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健診・レセプトデータ

分析結果に基づき、リスク分類

成果評価（データ分析）

健康 未病 発病 重症化

❶目標ポイントを自動設定

❷目標ポイントを目指す

Vitality健康プログラム
（体験版）

※目標ポイントは達成状況に応じて変動します。
医療専門職※との電話面談

専用機器で生活習慣をモニタリング

日々の生活において
健康づくりを
サポート

※理学療法士、看護師、管理栄養士等

※ポイントは運動（歩数・心拍数）で獲得します。

❸目標ポイント達成で特典を獲得！

❹店舗で交換

※アプリ内の抽選機能により商品が確定

ご本人様

7

特集1 Well-being ウェルビーイング 特集2 人的資本 特集3 気候変動・地球環境保護 特集4 責任投資

Well-being ウェルビーイング
一人ひとりのよりよく生きる＝ウェルビーイングに貢献する

「Vitality スマート」の発売

重症化予防に向けた取組み

WaaS（Well-being as a Service）の取組み WaaS

Vitalityによる新たな価値の提供

　 「住友生命グループ Vision2030」 では、住友生命グループの長期的に目指す姿として、『日本・世界・地球未来のウェルビー
イングに貢献し続ける保険会社グループ』を掲げるとともに、 2030年時点のありたい姿を、「ウェルビーイングに貢献する

『なくてはならない保険会社グループ』」とし、その実現のため、Vitalityを核とした先進価値で、保険や健康増進といったお客
さまのニーズに応えていく領域はもとより、地域創生や地球環境といった社会課題の解決にも積極的に取り組んでいきます。

　また、ビジネスパートナーや従業員といったすべてのステークホルダーのウェルビーイングを支える取組みを進め、１人で
も多くの方の「よりよく生きる」に貢献し、持続可能な未来の実現を目指します。そのための目標として「ウェルビーイング
価値提供顧客数2000万名、うちVitality会員数 500 万名」を設定しました。

　お客さまの健康増進に向けた取組みをサポートするべく、生命保険にVitality 健康プログラムを付加した健康増進型保険“住友生命
「Vitality」”（以下「保険型」）、プログラムの一部を無料で最大４週間体験できる「Vitality 体験版」（以下「体験版」）を提供しています。こうした
中、「体験版」をご利用いただいたお客さまからは「体験後も継続して Vitality 健康プログラムを利用したい」といった声を多数いただいており、
より幅広いお客さまの健康増進活動に貢献するため、2023 年４月より Vitality 健康プログラムの一部を単独でご利用いただける「Vitality ス
マート」を発売しました。
　「Vitality スマート」は月額330 円（税込）で最長２年間利用可能であり、保険型と同様、ポイント獲得・ステータスアップを目標に健康増進活
動に取り組める仕組みのほか、フィットネスジムの会費やウェアラブルデバイス購入代金の割引といった健康増進活動を後押しする特典（リ
ワード）などを提供します。
　こうした商品ラインアップの拡充を通じ、「ウェルビーイングに貢献する『なくてはならない保険会社グループ』」を目指していきます。

　住友生命は株式会社PREVENT(以下「PREVENT」) 
とともに生活習慣病の発症予防や重症化予防に向け
たサービス開発を進めています。
　個人の健康診断結果・レセプトデータ等を元に
PREVENTの医療データ解析「Myscope」でリスクを
分析し、結果に応じて住友生命のVitality健康プログ
ラム「Vitality 体験版」と、PREVENTの生活習慣改善
支援プログラム「Mystar」のいずれかを提供します。
　本事業は自治体での実証事業を重ねてきましたが、
茨城県鹿嶋市とは鹿嶋市・PREVENT・住友生命で
締結した三者間包括連携協定のもと、鹿嶋市の掲げる

「医療の不足を補完する、市民が自分でコントロール
できる健康の実現」を目指すべく2023年度より「鹿嶋
市MVM ヘルスケア事業」として鹿嶋市民向けに提供
しています。
　今後も「一人ひとりの『よりよく生きる』を応援す
る」ために、自治体・企業等の課題に合わせたサービス
開発を行っていきます。

　住友生命は、身体的、精神的、社会的、経済的に満たされた「一人ひとりのよりよく生きる＝
ウェルビーイング」を支えるWaaS（Well-being as a Service）をエコシステムとして展開す
ることで、未来に続く住友生命ならではの価値の実現を目指しています。
　WaaSの中核となる、“住友生命「Vitality」”による「健康増進」を一層推進していくこと
に加え、３つの領域でオープンイノベーションの取組みを進めています。
　疾病があってもよりよく生きるための「Disease Management」領域においては、生活
習慣病の重症化予防サービスの実証実験を昨年実施し、今年度に社会実装事業をスタート
しました。また、様々なライフステージでよりよく生きるための「Wellness Life」領域におい
ては、プレコンセプションケアのサービスが昨年度の実証実験を経て、今年度のサービス
ローンチを予定しています。
　今後「Well-Aging」領域も含めたWaaSの価値提供範囲の拡大を通じ、ウェルビーイング
価値をお届けするお客さまを増やし、「一人ひとりのよりよく生きる＝ウェルビーイング」の
実現に寄与していきます。

　“住友生命「Vitality」”は、「リスクに備える」という従来の生命保険の価値に加えて、お客さまの健康増進活動を促すことで「リスクその
ものを減少させる」という価値を提供することができる革新的な商品です。「毎年変動する保険料」と「提携企業（リワードパートナー）による
特典」という、２つの大きな特徴があり、お客さまの「継続的な」健康増進活動を促すプログラムを組み込んでいます。

特 集 1

【Vitality 健康プログラムの比較】

【MVM ヘルスケア事業イメージ】

保険型 Vitalityスマート 体験版

提供期間 保険期間と同じ ２年間 ４週間

ポイントメニュー

運動
オンラインチェック
健康診断書提出等

予防

同左
運動

オンラインチェック

対象特典 全リワード
アクティブチャレンジ等の

一部のリワード
アクティブチャレンジ

未来に向けたイノベー
ションを共に築き、ビジ
ネスパートナーの成長
にもつなげていく。

カーボンニュートラル実
現に向けた絶え間ない
取組みにより地球環境
の改善を図っていく。

住友生命グループの人財
の活性化、エンゲージメ
ントの向上に取り組む。

健康増進への貢献

ビジネスパートナー

お客さま 社　会

～身体的な豊かさ～

Vitalityを核とした
健康サポート

従業員地球環境

保険を通じた安心の提供

～経済的な備え～

お客さまなどに寄り添い続け、
一人ひとりのニーズに応じた
最適な保障・サービスを提供

充実したくらしを支える

～社会的なつながり～

世代ニーズを捉えた
総合的なサービスの提供

会社
これらの領域での取組みを着実に進めるため、
住友生命グループも成長を続ける。

それぞれの国・地域に根付いたウェルビーイングサービスを提供する。

自治体における取組みや地域企業における健康経営・ウェルビーイング経営のサポートを行う。

【「住友生命グループ Vision2030」ウェルビーイング貢献領域】
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堀 ： 住友生命は昨年、サステナビリティ経営方針を
策定しました。当社が長期的に目指す姿として経営
方針を掲げ、2030年という一つの到達点にどういう
会社でありたいか、どういうグループでありたいか、
議論を重ねてきました。そして、身体的な健康だけで
なく、社会的、精神的にも健康で幸せな状態、「ウェル
ビーイング」という価値を提供して社会に貢献して
いく、「住友生命グループVision2030」を策定しまし
た。当社にとってのすべてのステークホルダーの
ウェルビーイング実現に貢献するには、本業である
保険を通じて充実した保障をご提供することに加え、
保険の領域を超えたサービス（WaaS=Well-being 
as a Service）を確立し、価値をご提供していく必要
があります。その中核となる健康増進型保険“住友生
命「Vitality」”では、保険と切り離して健康増進プロ

グラムだけの提供を開始しています。Vitalityを通じ
て健康増進に貢献していけるのは、当社ならではの
取組みです。松川さんが働いているVitalityプラザで
は、どのようにお客さまのウェルビーイングに貢献
していますか。

松川 ： Vitalityプラザは、Vitalityの世界観を体感で
きるご来店型の店舗です。身体の状態を把握するた
めの健康測定ツールや、Vitalityの特典などを一目で
見てわかるように展示していて、ご来店されたお客
さまへは積極的なお声がけをしています。「運動はし
たいけれど、始めるきっかけがない」と仰るお客さま
に「まずは歩くことから始めてみてはいかがでしょ
うか」とVitalityの無料体験版をご案内したことがあ
ります。お声がけをして4週間、期間中プラザにて貸
し出しをしているウェアラブルデバイスを使ってい
ただいたところ、目標を意識して歩くようになって
毎週アクティブチャレンジ（歩数や心拍数など、1週

　住友生命グループVision2030において、2030年時点のありたい姿として、「ウェルビーイングに貢献する
『なくてはならない保険会社グループ』」を掲げている当社は、健康増進へ貢献し、充実したくらしを支え、そして
社会的なつながりを創出するなど、従来の保険サービスの枠を超えた新たな価値を提供する取組みを進めてい
ます。住友生命グループVision2030の策定を担当した堀執行役員、その中心となる領域で日々業務に従事する
菅原さん・松川さんの3名で座談会を実施しました。

間ごとの運動ポイント目標を達成するとドリンク等
の商品チケットを獲得できる）を達成されました。体
験期間が終わっても「歩数を意識して歩くようにな
りました」と仰っていて、プラザへのご来店をきっか
けに健康意識を高めていただくことができたと実感
しました。

堀 ： まずは「自身の健康状態を知ること」が健康増進
の第一歩ですから、Vitalityプラザへのご来店をきっ
かけにして、ご自身の健康状態を把握していただく
というのは、とても意味がありますね。プラザでは、
保険の提案はしないのですか。

松川 ： Vitalityの情報を伝えるということで、お客さ
まから保険についてのご相談があればお答えします
が、基本的にはこちらから保険のお話はしていません。

堀 ： お客さまがご自身の健康状態を知って改善して
いこうとするサポートをしているということですね。
まさに保険を超えたサービスだと思います。Vitality
プラザで健康増進に貢献する一方、もしも病気に
なったときに、病気と上手く付き合いながら幸せに
暮らしていくことも大切です。充実した暮らしを支
えるために、菅原さんが所属する新規ビジネス企画部
で取り組んでいるWaaSの取組みについても教えて
ください。

菅原 ： お話にあったVitalityがまさにWaaSの第一歩
だと考えています。WaaSは、“住友生命「Vitality」”を
中心に「一人ひとりのよりよく生きる＝ウェルビー
イング」を支えるサービスをエコシステムとして展

開し、保険領域に留まらず、幅広くお客さまのウェル
ビーイングに貢献していこうという取組みです。

「Vitalityを中心とした健康増進」と、「病気になって
も病気と上手く付き合いながらよりよく生きていく
こと」と、「様々なライフステージで直面する課題に
上手く対応しながらよりよく生きていくこと」とい
う3つのターゲット領域を設定していて、それらに貢
献するサービスを様々なビジネスパートナーと共に、
お客さまにお届けするという活動をしています。
Vitalityは主に健康な人に向けて健康を維持したり
増進したりという、唯一無二の価値を提供するサー
ビスですが、人生100年時代、病気になることもあり
ますし、年齢を重ねていくと様々なライフステージ
が訪れますよね。病気と上手く付き合いながら幸せ
に生きていくためのサポートや、ライフステージに
応じてよりよく生きるサポートなど、保険による保
障や健康増進以外の面でも人の幸せやよりよく生き
るために私たちができることはたくさんあると考え
ています。

堀 ： WaaSの幅広い領域の中で菅原さんが取り組ん
でいるサービスはどのようなものですか？

菅原 ： 今取り組んでいるのは、生活習慣病などへの
アプローチで、高血圧・糖尿病の重症化予防や、脳梗
塞・心筋梗塞の発症予防のために生活習慣の改善を
支援するサービスをPREVENT社というスタート
アップ企業と一緒に提供しています。PREVENT社
の6カ月間のサービスを利用すると、発症率や再発率
が大幅に低下することが期待されますので、保険に
ご加入いただいているお客さまだけでなく、保険の
ご加入がないお客さまにも是非、サービスを提供し
たいです。

堀 ： Vitalityに取り組むことで病気になるリスクを
減らし、それでも病気になってしまったら保険金で
暮らしを支え、その後もさらに重症化しないような
サービスを提供する形になると、まさに一生涯の
サービスが完結しますね。

菅原 ： 当社は健康に不安のある方でも簡単な告知の
みでご加入いただける日本初の商品“千客万頼”を発
売し、保険にご加入いただけるお客さまの対象を広
げました。これと同じように、病気になった人を支え
るサービスを提供することは、私たちが価値をお届
けできる対象を広げるということですので、私たち
会社側の立場からすると社会への貢献という側面は
もちろんのこと、ビジネスチャンスと捉えることも
できます。

保険の領域を超えて
ウェルビーイングの価値を提供する
なくてはならない保険会社グループへ

菅原 勉
新規ビジネス企画部
上席部長代理

松川 諒子
営業企画部営業企画室主任兼
都心総括部都心戦略室主任

堀 竜雄 
執行役員兼企画部長

ウェルビーイング座談会特 集 1

保険の領域を超えて
人生100年時代を支えていく

特集1 Well-being ウェルビーイング 特集2 人的資本 特集3 気候変動・地球環境保護 特集4 責任投資
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堀 ： 人生100年時代を総合的にサポートするという
のは、そういうことだと思います。病気になっている
人や高齢者にはサービスを提供できないということ
では、人生100年時代を支えることはできないで
しょう。

堀 ： 保険の価値は時代とともに大きく変化していま
す。戦後間もない頃は、亡くなられた方のご遺族への
経済的保障が中心でしたが、現代の超高齢化社会に
おいては、身体的な健康だけでなく、社会的、精神的
な健康も重要視され、「長い人生をいかに健康的に心
豊かに楽しむか」を求める社会へと移行しています。
こうした変化の中で私たちが着目した考え方が「一
人ひとりのよりよく生きる＝ウェルビーイング」で
あり、当社では、経営の根幹としてウェルビーイング
の価値を提供することを目指しています。当社で働
く一人ひとりにとってのウェルビーイングも非常に
重要ですが、お二人はご自身のウェルビーイングに
ついてどのように感じていますか。

菅原 ： 私は入社当初、お客さま窓口や給付金支払い
の業務を経験しました。その時に、ご家族を亡くされ
た方とお話する機会が多く、残された家族を支える
ことができるという意味で、保険はお役に立ってい
るんだなと実感しました。ただ、それは保険にご加入
いただいていたケースであって、健康状態によって
は保険にご加入いただけない方もいらっしゃいます。
そこから次第に、審査業務に興味が湧き、契約審査部
に異動して保険の引き受けなどを担当しました。そ
こでは、せっかくお申込みいただいても健康状態に
不安があってお断りせざるを得ないケースもあり、
もどかしい思いもしていました。しかし、引き受け基
準の見直しにより、従来はお断りしていた健康状態
の方にも保障を提供することができるようになった
際には、お客さまを担当する職員から感謝のお言葉
をいただくこともありました。そういった時にはと
てもやりがいを感じ、自分自身のウェルビーイング
を感じていました。

松川 ： 私はVitalityプラザで日々お客さまに健康増
進プログラムを紹介してるので、自分自身も心と身
体が健康であり続けたいという意識がとても高まり
ました。自分が不健康では説得力がないので、体力づ
くりのために週3回ジムで運動しています。また、身
体だけでなく心も健康でいたいという思いも強くな
り、仕事とプライベートのオン・オフをしっかりつけ
るように心がけています。日々、お客さまのウェル
ビーイングに貢献しようと考えて仕事をすることに
よって、それが私たちのウェルビーイングにつな
がって、よりよい価値を提供できるようになること
が理想です。

堀 ： 心の健康という意味では、ウェルビーイングの
キーワードとして「社会的なつながり」ということが
言われています。身体的・経済的に豊かであっても、
人間は孤独では幸せではないことがあるので、お客
さまが社会的なつながりを得られるようなサポート
も充実した暮らしを支えるサービスの提供として必
要ですね。

菅原 ： 実はVitalityの輪を広げていくことで、地域や
自治体の中でつながりが生まれた事例があります。
当社は茨城県鹿嶋市と包括連携協定を結び、市民向
けにVitalityとPREVENT社のサービス（Myscope、
Mystar）をセットにしたＭＶＭヘルスケア事業を提
供しています。また、鹿嶋市はスポーツを中心とした
街づくりを進めているのですが、誰もが気軽に運動
できる場を提供しようと「みんなのスポーツフェス
タinかしま」を毎月開催しています。その計画段階か
ら当社鹿島営業部も参画させていただいていて、
Vitality会員の方はVitalityポイントを獲得すること
ができるVRWC（Vitality Run & Walk Challenge）
というイベントなどで運営を盛り上げています。毎
月たくさんの方にご来場いただいているのですが、
そこでは、親子連れが集まって子育ての情報交換を
したり、さらに女性起業家の手作りアクセサリーな
どを売るマルシェが会場の横で開かれるようになる
など、どんどん人のつながりが広がり、地域コミュニ
ティのハブに成長しています。

堀 ： 鹿嶋市との取組みは本当に理想型ですね。自治
体や企業にVitalityを提供することで、その方々が
Vitalityを使ったいろいろな健康増進の進め方を発
見してくれる。それによってVitalityが成長し、新た
なつながりが生まれてくることがウェルビーイング
への貢献ですね。

堀 ： 住友生命グループVision2030では「ウェルビー
イング価値提供顧客数2,000万名、うちVitality会員数
500万名」という目標を掲げています。この目標の実現
に向けてお二人はどんなことに取り組んでいますか。

松川 ： まずVitalityプラザではVitalityの認知度拡大
を目標に取り組んでいます。プラザでは、ピラティス
やヨガのオンラインイベントを実施し、イベントに
気軽にご参加いただきながら、Vitalityの認知度を高
めていきたいと考えています。プラザにご来店され
る方の年齢層は20～70代くらいと幅広いので、それ
ぞれの方に合ったキャンペーンやイベントを企画し、
ご来店を促すためにリアルとデジタルの両方のチャ
ネルを使って上手く発信していきたいと思っていま
す。また、プラザには企業さまから「保険を売らない
保険会社のVitalityプラザって、どんなところだろ
う」と見学にお越しいただく方も多く、保険会社にお
ける画期的な店舗として、Vitalityのコンセプトなど
をしっかりとお伝えしてきたいと思っています。

菅原 ： まずは今ある重症化予防サービスなどいくつ
か芽が出始めているサービスを、パートナー企業と
シナジーを発揮しながらどんどん広げていき、最終
的にはWaaSエコシステムを構築することで、2,000
万名達成に貢献したいと考えています。WaaSでは、
オープンイノベーションでサービスを開発している
のですが、特にスタートアップ企業との協業に力を
入れています。日本でもたくさんの素晴らしいス
タートアップ企業が生まれていますので、私たちと
理念を同じくするスタートアップ企業に資金面のサ
ポートもさせていただきながら、ビジネスパート
ナーとして事業協創に共に取り組んでいくことで、
世の中によいサービスが出ていき、WaaSの輪がどん
どん広がっていくという好循環を生み出したいです。
未知の領域なので、課題は多いですが、一つ一つ形に
していきたいです。

松川 ： 課題という面では、プラザにご来店された方
の中にも、Vitalityの説明をすると少し難しいと仰る
方もいます。「実際にやってみたら楽しい！」と思っ
ていただくことがプラザの役割でもあると思ってい
ますので、やってみる価値があるということをしっ
かりとお伝えし、実際にVitalityを始めている方へも、
お困りごとはないか、よりよくご利用いただくため
のヒントはないか、お声がけのサポートを徹底して
いきたいと思っています。

菅原 ： どういうサポートが必要かということは、お
客さま一人ひとりで違っていますよね。お客さまに
も多様性があることを前提に、全国にいる3万名を超
える営業職員がリアルに「人が人を支える価値」を提
供できることは、当社の大きな強みだと思います。お
声がけを徹底する一方で、当社ではデジタル＆デー
タ本部を立ち上げ、人の力だけではできないことを
デジタルとデータで補完し、人とデジタルが融合し
た新たな価値を提供することを目指しています。人
かデジタルかではなく、人とデジタルが融合した新
たな価値、ワクワクしますね。当社が持つリソースを
活かし発展させていくことが2030年のありたい姿
の実現につながっていくと思います。

堀 ： 私自身も、Vitalityの開発を発売２年前から担当
しましたが、まず社内でのサービス理解の浸透に頭
を悩ませました。その解決策として最も有効であっ
たのは、「まずは従業員に体験してもらうこと」でし
た。自分で体験して価値を感じたら、お客さまに伝え
る時の熱意や説明の仕方も説得力を増して、より多
くの方にご提供したい気持ちが湧いてくる。今では、
Vitality を体験している職員同士が自身の健康につ
いて話をしている姿を、オフィスの至るところで目
にしています。
　住友生命グループVision2030で掲げる「ウェル
ビーイング価値提供顧客数2,000万名、うちVitality
会員数500万名」というチャレンジングな目標達成に
は、ウェルビーイングの価値をお客さまや社会に提供
していく、共通の体験や共通の想いを伝え合う機会を
いかに増やすかということが、最も重要な取組みだと
思っています。よりよい生活を過ごし、共に語り合う
仲間を増やして、その輪を広げていく。社会における
ウェルビーイングの浸透はまだまだこれからです。そ
の実現に向けて私たち自身のウェルビーイングも高
めていけるよう、一緒に頑張っていきましょう。

健康増進を通じ、人と人の輪を広げ
社会全体をウェルビーイングに

“心豊かに楽しむ”
住友生命ができること

Profile
2019年4月入社

営業企画部営業企画室主任兼
都心総括部都心戦略室主任

Profile
2002年4月入社

新規ビジネス企画部
上席部長代理

Profile
1992年4月 入社

2017年7月 営業企画部長
2022年4月 企画部長
2023年4月 執行役員兼企画部長
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人的資本

動的な人財ポートフォリオの構築
これまで各部門と連携して、経営・ブランド戦略の実現に必要な人財像の策定を進めてきました。今年度、これらを踏まえて、

「目指す人財像」 としての 「新コンピテンシー」 を定め、職員の主体的・自律的なキャリアプランニングの推進をスタートして
います。

エンゲージメント
お客さまのウェルビーイング実現や企業価値向上のためには、一人ひとりの職員が

「やりがい」を持っていきいきと働き、個々の能力を最大限発揮していくことが重要
です。このため、当社では職員の「エンゲージメント※」を重視し、向上に向けた取組
みを強化しています。

働き方改革
住友生命では、WPI（ワーク・パフォーマンス・イノベーション）運営に取り組んでい
ます。職員一人ひとりが「お客さま本位の仕事」へ集中するとともに、長時間労働の
抑制や休暇取得の推進、柔軟な働き方を認める勤務制度の導入等により、「健康で
いきいきと働ける職場」を実現し、会社全体として一層の生産性向上を目指します。
場所や時間にとらわれず情報共有やコミュニケーションを密に行い、円滑かつ迅速
に業務を遂行するとともに、全職員が日頃の業務に対する課題意識を持ち、継続的
に業務を見直すサイクルを定着させていきます。また、東京本社移転に伴い、より
一層の価値創造につながる働き方を実践し、全社に伝播していきます。

リスキル・学び直し
一人ひとりの職員が、今後のキャリアを考え、学び直しの契機となるような各種研修を実施しています。また、職員自身が能力
アップを図り、お客さま本位の業務への転換・営業現場へのサポートの充実を図る観点、自身の自律的なキャリア形成を支援
する観点から、自己研鑽に対する各種支援メニューを整備しています。

職員エンゲージ
メントスコア

61% 
(好意的回答率※)

職員が活躍する
環境

72%
 (好意的回答率※)※人的資本の取組みにおける「エンゲージメント」は、職員が感じている当社への愛着や仕事への

やりがいを指します。エンゲージメントをいくつかの観点からスコア化したものが「エンゲージ
メントスコア」です。

※2016年～　総労働時間１割削減に取り組んでいる

※5段階のうち「好意的回答(非常にそう思う・そう
思う)」を選んだ人の割合。

統合報告書2023　P66を参照

統合報告書2023　P66を参照

統合報告書2023　P68を参照

統合報告書2023　P69を参照

【総労働時間・月１日以上有給休暇取得者占率】

経営理念・事業戦略との連動、企業文化への定着

取組みを支える土台（環境整備方針）

職員のウェルビーイングな姿を実現する人財共育（人財育成方針）

会社と職員が「共に育ち、選び・選ばれる関係」

働き方改革（ＷＰＩ）人財の多様性の発揮（DE&I）

会社側の取組みと「見える化」

会　社 職　員

●経営方針に基づいた人財
戦略

●目指す姿としてコンピテ
ンシーを明示

一人ひとりが自律的かつ主体的に成長しながら 、自身の価値を発揮できる 。
また 、 周りの方から信頼され 、 誇りと自信をもって働き続けられる。

動的な人財ポートフォリオ

健康経営（働きがいの向上）

職員への取組みと「見える化」

●自律的なキャリアプラン
ニングを推進

●自己啓発をサポートする
取組みの拡充

リスキル・学び直し

住友生命グループVision2030で目指す従業員のウェルビーイングな姿

お客さま・社会のウェルビーイング　各事業を通じて、お客さま・社会の「よりよく生きる」を実現

エンゲージメント・生産性向上によって個人のパフォーマンスを最大化

お客さま・社会からの信頼・推奨がやりがいにつながり、さらなるイノベーションへ

特 集 2

一人ひとりが自律的かつ主体的に成長しながら 、
自身の価値を発揮できる姿を目指します
　自律的かつ主体的に成長しながら職員自身の価値を発揮できる風土を醸成し、「会社と職員が共に育ち、選び選ばれる関係」
となること、職員がいきいきと働く環境をつくることで、お客さま・社会、そして職員のウェルビーイング実現を目指します。

ダイバーシティ、エクイティ＆インクルージョン（DE&I）
住友生命は、多様な人財が公平な環境で、互いを尊重しながら自分らしく活躍でき
る、働きがいのある職場づくりを進めています。そして、多様な人財がその力を
最大限発揮し、共に育ち、進化し続けることで新しい価値を創造し、お客さまと社会
に「ウェルビーイング（＝一人ひとりのよりよく生きる）」を提供していきます。

女性管理職比率 48.3%
男性育休取得率 100%

統合報告書2023　P67を参照

【ダイバーシティ指標】

総労働時間削減
（2016年対比※）

月1日以上
有給休暇取得者占率 

▲10.3% 81.8%

健康経営
一人ひとりの職員が、個々の能力を最大限に発揮するためには、何よりも職員やその家族が心と体の健康を大切にし、「ウェル
ビーイング」であることが非常に重要です。職員やその家族が積極的に健康維持・増進活動に取り組むことを全力でサポート
し、一人でも多くの方の「よりよく生きる」に貢献し、持続可能な未来の実現を目指します。

統合報告書2023　P68を参照

特集1 Well-being ウェルビーイング 特集2 人的資本 特集3 気候変動・地球環境保護 特集4 責任投資
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気候変動・地球環境保護
特 集 3

2050年カーボンニュートラル（脱炭素社会）の実現を目指す
　住友生命では、地球環境は持続可能な社会の基盤になるとの認識のもと、事業活動において生じる環境負荷の低減や生物多
様性等に配慮するとともに、脱炭素社会への移行を促すことで、カーボンニュートラル社会の実現に貢献します。

カーボンニュートラル社会実現への貢献
温室効果ガス排出量削減目標
　住友生命は、温室効果ガス（以下「GHG」）排出量の2050年ネットゼロを目指しています。また、中間目標として2030年の削減目標を定め
ています。

■住友生命グループ※1

■住友生命単体

分類 削減指標（単位） 2030年目標

Scope1＋2＋3 ※2 総排出量（t-CO2e） ▲50％（2019年度対比）

分類 削減指標（単位） 2030年目標

資産ポートフォリオ※3
保有残高あたりのGHG排出量

（t-CO2e/百万円）
▲50％（2019年度対比）※4

2050年目標 GHG排出量ネットゼロ

※1 住友生命および連結決算の対象としている子会社が対象
※2 Scope1、2、3とは、GHGプロトコルが定める、事業者のGHG排出量算定

報告基準における概念であり、以下を指す。
・Scope1：住友生命グループの燃料使用による直接排出量
・Scope2：住友生命グループが購入した電気・熱の使用による間接排出量
・Scope3：Scope1、2以外の事業活動に伴う間接排出量
なお、Scope3は、住友生命グループや住友生命グループ職員の積極的な
取組みにより削減を目指す項目を対象とする。対象は、カテゴリ1（購入し
た製品・サービス）、カテゴリ3（Scope1、2に含まれない燃料及びエネル
ギー関連活動）、カテゴリ4（住友生命グループが費用負担する輸送、配送）、
カテゴリ5（事業から出る廃棄物）、カテゴリ6（従業員の出張）、カテゴリ7

（従業員の通勤）、カテゴリ12（販売した製品の廃棄）とする。カテゴリ13
（リース(下流)）、カテゴリ15（投資）については、「資産ポートフォリオ」か
らの排出量として、別途管理する。

※3 対象資産は2050年を「国債等を除く全資産」とし、2030年を「国内外の
上場株式･社債･融資･投資用不動産･インフラ投資」とする。対象 Scopeは
投融資先のScope1、2とする。削減指標は資産規模の影響を排除して評価
するため「インテンシティ」（保有残高あたりのGHG排出量＝資産ポート
フォリオのGHG排出量÷資産ポートフォリオ残高）とする。

※4 住友生命が加盟するNet-Zero Asset Owner Allianceが推奨する削減
水準も満たす水準。

TCFD提言への対応
　当社は、金融安定理事会（FSB）により設置された「気候関連財務情報開示タスクフォース

（Task Force on Climate-related Financial Disclosures,TCFD）」の提言へ2019年3月に賛同
しました。これまでの気候変動に関する取組みをより一層推進するとともに、TCFDの提言を踏
まえた情報開示の充実を図っています。

　当社は、気候変動をはじめとした「社会・環境課題の解決への取組みを通じ
て、持続可能な社会の実現に貢献する」ことを「サステナビリティ経営方針」に
定め、地球環境に対する具体的な活動方針として「スミセイ環境方針」を定め
ています。また、資産運用を通じて、気候変動への対処を含む持続可能な社会
の実現に貢献することを目指す「責任投資に関する基本方針」を策定してい
ます。
　さらに、社会・環境課題に係るサステナビリティ重要項目(マテリアリティ)
への対応等を検討する「社会・環境サステナビリティ推進協議会」にて、気候変
動問題への対応を協議（対応状況について、上期・年度振返りを経営政策会議・
取締役会へ報告）する体制としています。

ガバナンス

　気候変動が当社の事業活動にもたらす機会とリスクを以下のとおり認識しており、適切なリスク管理への取組み等を通じ
てリスクを低減させるとともに、機会の活用に努めております。

　上記のリスク認識に基づき、生命保険事業、資産運用事業における気候関連リスクによる影響を評価するため、以下のステップ
でシナリオ分析を行いました。

資産運用において、カーボンニュートラル社会に資する技術開発等を行う企業や再生可能エネルギー関連プロジェ
クト等への投融資機会の増加

気候関連リスクのうち、当社事業に大きな影響を及ぼす可能性のある主なリスクとしては次のようなリスクが考えられます。
平均気温の上昇等によって中長期的に死亡等の発生率が変化し、損失を被るリスク
カーボンニュートラル社会への移行に関する政策変更、規制改革等によって住友生命の投融資先企業が大きな
影響を受け、当社の投融資資産の価値が将来的に毀損するリスク

STEP① STEP② STEP③ STEP④
リスク重要度の評価

TCFD提言に例示されたリスク
○物理的リスク
　急性的、慢性的
○移行リスク
　政策と法、技術市場、評判

シナリオの特定
2100年までに産業革命以前と比較し
て平均気温が2℃、4℃上昇するシナリ
オを選定

事業への影響の評価
生命保険事業、資産運用事業への影響
を評価

対応策の検討
・死亡者数の増加が保険金・給付金の

支払に与える影響の分析手法等を引
き続き検討

・資産ポートフォリオのGHG排出量
上位企業に対する対話を実施

戦　略

1

2

機会

リスク

TCFD提言が示す気候関連リスク 当社が把握するリスク事象 シナリオ分析の実施状況

物
理
的
リ
ス
ク

急性的 ・ サイクロンや洪水など異常気象の
激甚化 自然災害（河川）

自然災害（山地）
【2021年度】保険金等支払への影響分析
（2022年度サステナビリティレポート
  P9にて開示）

慢性的

・ 降水パターンの変化と気象パターン
の極端な変動

・ 海面上昇 自然災害（沿岸）

・ 上昇する平均気温
冬季の温暖化
暑熱
感染症

【2020年度】保険金等支払への影響分析
（2021年度サステナビリティレポート
  P21にて開示）

移
行
リ
ス
ク

政策および
法規制

・ GHG排出価格の上昇
・ 排出量の報告義務の強化
・ 既存の製品およびサービスへの

義務化／規制化
・ 訴訟にさらされること

カーボンプライシング
情報開示
化石燃料の規制

資産運用ポートフォリオからGHG排出量
を算出・分析

分析のレベルアップに向けた取組み

技術

・ 既存の製品やサービスを排出量の
少ないオプションに置き換える

・ 新技術への投資の失敗
・ 低排出技術に移行するコスト

既存技術の継続利用
新規技術の開発

市場
・ 顧客行動の変化
・ 市場シグナルの不確実性
・ 原材料コストの上昇

消費者の行動変容
既存市場の変化と新規市場の台頭

評判

・ 消費者の嗜好の変化
・ 産業セクターへの非難
・ ステークホルダーの懸念の増大、

否定的なフィードバック

消費者の選好変化
情報開示の重視と監視
ステークホルダーとの対話
NGO等との対話

■シナリオ分析実施範囲

【シナリオ分析】
　当社では、TCFD提言に基づき、気候関連リスクによる生命保険事業への影響のうち、まずは保険金等支払および資産運用への
影響を対象にシナリオ分析を実施しています。
　選定したリスクが将来どのように展開するかを検討するための前提として、「平均気温が2℃上昇に留まるシナリオ」と「平均気
温が4℃上昇シナリオ」の２つの社会経済シナリオを使用しました。 

【生命保険事業】
　TCFD提言に示されている各気候リスクについて、当社事業に特に関係が深いと把握しているリスク事象を特定し、これまで

「冬季の温暖化」「暑熱」「感染症」「自然災害」による保険金等支払への影響分析を行いました。その結果、特に４℃上昇シナリオに
おいて「暑熱」による影響が大きく、高齢者や基礎疾患有病者等、脆弱な層では中長期的に死亡者数が増加することが考えられる
ことが評価されました。また「自然災害」においては、４℃上昇シナリオにおいて特に河川における自然災害の影響が大きく、長期
的には高齢者層を中心として被害が増加する可能性もあると予想されました。ただし、いずれの分析においても、当社の保険収支
への影響は限定的であることを見込んでいます。今後の対応として、分析の対象範囲の拡大、「気候変動に関する政府間パネル第6次
報告書」(IPCC AR6)に沿ったシナリオ分析の導入等、分析の高度化について検討し、定量的な分析の開示にも努めていきます。

特集1 Well-being ウェルビーイング 特集2 人的資本 特集3 気候変動・地球環境保護 特集4 責任投資
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サステナビリティ重要項目（マテリアリティ） 

　住友生命はスミセイ環境方針に掲げているとおり、従来から地球環
境・生物多様性保全の重要性を認識し、様々な取り組みをしています。
例えば、1992年に始めた「スミセイ・ヒューマニー活動」では、海岸清
掃・里山保全等の活動に多くの従業員が積極的に取り組んできました。

　2008年からは、公益財団法人世界自然保護基金ジャパン（WWF
ジャパン）が取り組むサンゴ礁保全プロジェクトへの支援、また、
2022年からは同会の海洋保全活動への支援を通じ、豊かな海の未来
を守る活動に貢献しています。2023年6月には、当支援の実績から、紺
綬褒章を受章しました。（写真）

　情報開示の面においては、2023年9月に公表されたTNFD※提言を
踏まえ、開示の充実について「社会・環境サステナビリティ推進協議
会」での検討課題とし、対応を進めていきます。

■住友生命グループ

■住友生命単体
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【資産運用事業】
　資産運用に関しては、多排出業種におけるカーボンプライシングや技術的機会等の影響が大きいことが示されたことから、当社
の資産ポートフォリオのGHG排出量分析を実施し、GHG排出量上位の投融資先企業を特定いたしました。本分析を踏まえ、当該企
業等に対して、脱炭素に向けた対話を重点的に実施しております。また、MSCI社が提供する「Climate Value at Risk」(CVaR)や
ITR（Implied Temperature Rise）の手法を用いるなどシナリオ分析のレベルアップに取り組んでいます。

資産ポートフォリオの整合性分析について

【参考】資産運用に関する分析のレベルアップに向けた取組み

Climate Value at Riskを用いた分析

　TCFDのガイダンスの中で、2℃もしくはそれを下回るシナリオ
と資産ポートフォリオが整合的かどうかを開示することが求めら
れ て お り、分 析 手 法 の 一 つ と し てITR（Implied Temperature 
Rise）の手法が推奨されています。
　本指標について、MSCI社のデータを利用して、試算した結果、
当社の資産ポートフォリオ（対象：上場株式、社債、融資）は2℃を
上回る結果となっています。

　TCFDのガイダンスの中で、フォワードルッキングな指標の一つ
として、MSCI社のCVaR(Climate Value at Risk) という気温上昇
シナリオごとの各企業の株式や債券の気候変動を加味した毀損率
を示す手法が紹介されています。本手法を試行した結果、脱炭素社
会に向けた技術的機会を踏まえても、 2℃シナリオより1.5℃シナ
リオの方が移行リスクの大きいことが示唆されました。

投融資先企業の現在および将来の事業活動に伴う
GHG排出量が、平均気温が何度上昇するシナリオに
相当するか、というわかりやすい尺度で示すもの
です。この指標により、ポートフォリオがパリ協定で
示された2℃シナリオや1.5℃シナリオに沿ったもの
か、どの程度乖離しているかについての可視化が
可能となります。

ITR(Implied Temperature Rise)について

※一部の情報は©2022 MSCI ESG Research LLC.の許諾を得て転載。

※資産ポートフォリオの最新判明実績は2021年度分。なお、2030年削減目標の対象資産見直し（2023年3月）に伴い、実績値は洗い替えた数字。

※自然関連財務情報開示タスクフォース
　(Task Force on Nature-related Financial Disclosures)

>2℃

分類 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
Scope1+2+3　　　　　（単位：t-CO2e） 165,249 140,313 145,966 150,891

Scope1　直接排出（ガス・ガソリン使用） 15,476 11,219 13,112 13,306 
Scope2　間接排出（電気・熱使用） 38,795 30,514 30,432 28,687 
Scope3　自社以外の間接排出（サプライチェーン） 110,977 98,580 102,422 108,897 

カテゴリ1　  購入した製品・サービス 38,046 35,918 41,630 38,646 
カテゴリ3　  Scope1,2に含まれない燃料及び

エネルギー活動 6,337 5,278 5,132 4,838 

カテゴリ4　  輸送、配送（上流） 1,367 1,317 1,650 1,519 
カテゴリ5　  事業から出る廃棄物 2,022 1,690 1,981 2,275 
カテゴリ6　  出張 5,906 4,264 3,050 6,771 
カテゴリ7　  雇用者の通勤 56,933 49,843 48,611 54,600 
カテゴリ12　販売した製品の廃棄 365 270 369 249 

分類 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度

資産
ポートフォリオ※

総排出量（百万t-CO2e）   8.7 8.0 7.9 ー
保有残高あたりのGHG排出量

（インテンシティ）（t-CO2e/百万円） 1.22 0.92 0.82 ー

　統合的リスク管理の枠組みにおいて、気候関連リスクを環境変化等により新たに発現または
変化し、将来的に住友生命に極めて大きな影響を及ぼす可能性のある事象（エマージングリスク）
の一つとしてモニタリングを行い、ERM委員会、経営政策会議に定期的に報告し、リスク認識
の共有等を図っております。
　資産運用において、気候変動を含むESG要素を考慮した投融資判断、投資先とのエンゲージ
メント活動（気候変動に係る対話）を実施しております。

　2050年のカーボンニュートラルの実現に向けて、まずは、前頁のGHG排出量削減目標の達成を目指します。
排出量実績は下表のとおりです。なお、最新判明実績は第三者機関による保証を受けています。

リスク管理

指標・目標

（保証対象数値にはマーク を付しています）

（保証対象数値にはマーク を付しています）

保証の詳細は公式HPを参照ください　
https://www.sumitomolife.co.jp/about/csr/initiatives/stakeholder/environment/tcfd/index.html

■2050年カーボンニュートラル実現に向けた取組み～気候変動対応ロードマップ～

自
社
の
排
出
削
減

資
産
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
の
排
出
削
減

Scope1,2

大規模ビルのLED化・電力の再エネ化

Scope3

削減取組みのグループ各社への展開
　紙使用量の削減・オンライン活用等

小規模店舗の省エネ等推進

新たな削減取組みの推進
　物品購入・通勤の環境負荷低減等

カーボンマイナス取組み・
新技術活用等の研究

当
社
削
減
努
力

企
業
努
力
の
後
押
し

脱炭素化に向けた投融資先との対話促進
　業種・企業の特性に応じた建設的な対話の実施、
　脱炭素化に向けた企業努力の後押し

投資用不動産におけるGHG削減の推進
　LED化等の省エネや再生可能エネルギー由来の電力への切替等

グリーンファイナンス＆トランジションファイナンス
　主に多排出業種・企業の脱炭素化をファイナンス面で後押し

低炭素資産の積上げによる資産ポートフォリオの炭素効率化
　再生可能エネルギープロジェクト等への投融資の推進

更なる削減に向けた
投融資の推進気候変動対応ファイナンス枠4,000億円

ウェルビーイングに貢献する
「なくてはならない
保険会社グループ」

日本・世界・地球未来の
ウェルビーイングに貢献し続ける

保険会社グループ

2023 2025 2030 2050

スミセイ中期経営計画2025

Vision2030 長期的に目指す姿

フェーズ① フェーズ② フェーズ③

▲50％削減 ネットゼロ

▲50％削減 ネットゼロ

地球環境保護・生物多様性保全への対応

【紺綬褒章授与の様子】
(授与式当時)環境省 自然環境局長 奥田直久氏（右）
WWF ジャパン 事務局長 東梅貞義氏（左）
住友生命 取締役 代表執行役専務 角英幸（中央）

特集1 Well-being ウェルビーイング 特集2 人的資本 特集3 気候変動・地球環境保護 特集4 責任投資

https://www.sumitomolife.co.jp/about/csr/initiatives/stakeholder/environment/tcfd/index.html
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責任投資
　住友生命は、中長期的に安定した運用収益の確保と、持続可能な社会の実現への貢献を目的として、全ての運用資産を対象
にサステナビリティを考慮した資産運用（責任投資）を推進しています。持続可能な社会の実現への貢献は、当社パーパスに
沿った取組みであるとともに、資産運用において中長期的に投資機会の確保と投資リスクの低減に資すると考えます。引き
続き、当社が定めるウェルビーイング貢献領域を中心に投融資等を推進し、社会課題の解決にも一層貢献していきます。

■ESGインテグレーション
　投融資の意思決定プロセスにおいて、定量的な財務情報に加え、
ESG課題への対応等の非財務情報を考慮する手法です。当社は、
全ての運用資産を対象にESGインテグレーションを実施し、改善
に取り組んでいます。

■対話活動
　中長期的な企業価値向上を投資先企業に促すための対話を通
じて、認識を共有し課題改善を働きかけています。個別の企業分
析を通じて、投資家としての問題意識や要望をお伝えし、テーマ
を深掘りしていくことを基本スタンスとしています。

■ESGテーマ型投融資
　資金使途がSDGs達成に資する投融資案件を指します。

■インパクト投資
　金銭的なリターンと並行し、社会的・環境的インパクトの創出
を意図して行う投融資案件を指します。住友生命は、責任投資に
おいてインパクトを可視化し、一層創出していくことが重要と考
え、インパクト投資にも積極的に取り組んでいます。

■議決権行使
　「議決権行使ガイドライン」を定め、対話内容や課題への取組状
況を踏まえた上で賛否を判断しています。企業価値向上の観点か
ら、必要に応じてガイドラインの見直しを実施しています。

■ネガティブ・スクリーニング
　非人道的兵器製造企業への投融資、および、石炭火力発電プロ
ジェクトを資金使途とする投融資は行いません。

ガバナンス体制

ESG投融資

スチュワードシップ活動

責任投資の取組みロードマップ

　住友生命は、責任投資体制として、運用企画部の責任投資推進チームを統括とし、責任投資委員会・責任投資会議等の枠組みを通じて、
適切にPDCA サイクルを回しております。また、PRI※１による年次評価結果や外部イニシアティブ等の枠組みや知見を活用し、レベルアップ
に取り組んでおります。

　責任投資とは、具体的にはESG投融資（ESG要素を考慮した投融資行動）とスチュワードシップ活動を指します。

　住友生命は、『責任ある機関投資家』の諸原則《日本版スチュワードシップ・コード》の、対話等を通じて投資先企業の企業価値の向上や
持続的成長を促すという趣旨の下、積極的にスチュワードシップ活動（対話活動＋議決権行使）を行っています。

　以下のロードマップのとおり、責任投資を推進していきます。

外部イニシアティブ等
取締役会・経営政策会議等

資産運用部門

執行部門等 運用企画部
（責任投資推進チーム）

審議
報告

審議
報告

知見
活用

責任投資委員会
議決権行使の適格性の確認、および

責任投資の推進に関する審議等を行う場

責任投資会議
責任投資活動のレベルアップを目的に議論する場

※１  Principles for Responsible Investment（責任投資原則）の略

※１  2023/3月に同削減目標を▲42％ ⇒ ▲50％に引上げ　　※２  ESGテーマ型投融資目標金額の内数字

2020 2023 2025 205020302022

インパクト計測のレベルアップ（継続）

インパクト投資の推進（継続）

人権・人的資本・生物多様性等への対応

投資用不動産におけるGHG削減の推進

脱炭素に資するファイナンス（投融資）推進
（再エネ関連プロジェクトファイナンス等）

脱炭素化に向けた対話推進

責
任
投
資

Ｇ
Ｈ
Ｇ
削
減
目
標 

５０
％（※

１
）達
成

持
続
可
能
な
社
会
＆
脱
炭
素
社
会
の
実
現

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
達
成
へ
の
貢
献

脱
炭
素
関
連

脱
炭
素
以
外

目 

標

・2050年GHG排出量ネットゼ
ロ・コミット
・2030年GHG排出量削減目
標設定・見直し
・削減目標達成に向けた取組
み（対話+ファイナンス）

・責任投資推進体制の構築
・全ての運用資産を対象に
ESGインテグレーション開始

ESGテーマ型投融資
ESGテーマ型投融資
5,000億円 7,000億円

気候変動対応ファイナンス 4,000億円（※２）
達成

前中期経営計画 現中期経営計画

特 集 4

保険料

保険金等

お
客
さ
ま

責任投資の概念図

責任投資の目的 

ウェルビーイング貢献領域への投資

住
友
生
命

投
融
資
先

持続可能な社会の実現へ

運用リターン

責任投資

中長期的に安定した運用収益の確保 + 持続可能な社会の実現への貢献

地球環境の改善
（気候変動領域）

健康増進への貢献
（ヘルスケア領域）

人財の活性化、
エンゲージメントの向上

（人的資本領域）

充実した
くらしを支える

（インフラ投資領域）

責任投資：サステナビリティを考慮した資産運用

特集1 Well-being ウェルビーイング 特集2 人的資本 特集3 気候変動・地球環境保護 特集4 責任投資
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ESGテーマ型投融資の推進 生物多様性・自然資本に関する取組み

中米経済統合銀行（ブルーボンド）

（株）環境エネルギー投資が組成するファンドへの投資

人権尊重・人的資本に関する取組み

社会的インパクト創出に係る取組み

担当者コメント

脱炭素社会の実現に向けた取組み

　住友生命は、社会課題の解決に資する
案件への投融資（ESGテーマ型投融資）
を推進しており、前中期経営計画期間
は目標金額5,000億円を達成しました。
現 中 期 経 営 計 画 期 間 は、目 標 金 額
7,000億円の達成を目指し取り組んで
います。
　そのうち、気候変動対応ファイナン
スとして目標金額4,000億円の実行目
標を設定し、トランジションファイナ
ンス※１等に積極的に取り組んでいます。

　気候変動対策では、脱炭素社会の実現に向けた取組みに加え、ネイチャー・ポジティブ（生物
多様性の減少傾向を食い止め、回復に向かわせる）に向けた取組みも重要と認識しています。
　本取組みについては、企業との対話やファイナンスを通じた貢献を目指しています。また、
2022年9月に加盟したTNFDフォーラム※１を通じて生物多様性・自然資本に関する知見の獲得
等を図っており、2023年9月に最終化されたTNFD提言※2への対応を進めていきます。

●投資金額：30億円
●投資時期：2023年1月
●海洋保全や持続可能な漁業など、水環境に関係する事業を

資金使途とする債券

●投資金額：15億円
●投資時期：2023年3月
●財務的リターンに加え、再生可能エネルギーの普及や省エネ

ルギー化の進展といった社会的インパクトの創出を目指す

　投融資先の人権尊重に係る対応は、当該企業・事業価値に影響を及ぼすことから、特に重要なESGテーマとなります。そのため、責任ある
機関投資家として、以下の取組みを進めています。また、2022年9月に加盟したTNFDフォーラムを通じて生物多様性・自然資本に関する
知見の獲得等を図っており、2023年9月に最終化されたTNFD提言への対応を進めていきます。

　住友生命は、社会課題の解決に向け、投融資を通じた社会的インパクト創出に取り組んでおり、その一環としてインパクト投資を進め
ています。また、投融資を通じて創出された社会的インパクトの計測・開示にも取り組んでいます※３。今後とも、更なるレベルアップを
図っていきます。

　トランジションファイナンスは、 主にGHG多排出産業を対象に、燃料転換等を含む着実な脱炭素への移
行を後押しするための資金提供です。住友生命では、脱炭素社会の実現に資するとの考えの下、運用収益も
考慮の上、積極的に取り組んでいます。一方、企業のトランジションへの道のりは一様ではなく、かつ将来に
わたり変動するものと理解しています。そのため、引き続き、企業様との対話等を通じて、相互理解を深めつ
つ取り組むことで、責任ある機関投資家として、少しでも脱炭素社会実現に貢献できればと考えています。

ALM証券運用部　部長代理　金栗 さえり

　資産ポートフォリオにおける温室効果ガス（以下、GHG）排出量削減に向けては、各方策を通じて目標水準※1の達成を図っていきます。
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（億円）
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2025年度末 累積実行額見込み
約1兆7,000億円

前中計期間実行額 約6,800億円

現中計期間実行額 7,000億円（目標）

【ESGテーマ型投融資 年度別累積実行額】

【人権尊重に向けた取組み】①対話

②ファイナンス

③低炭素資産への
　投融資

④不動産GHG
　削減取組み

住
友
生
命

企業努力を
後押し

方策③

方策④

ポートフォリオ
効果

不動産GHG
削減取組み

住友生命の
中間目標

▲50％

▲42％※２＋α

企業
（上場株式・社債・融資）

低炭素資産への投融資
（プロジェクトファイナンス等）

投資用不動産

対象資産（2030年度中間目標） 【達成に向けた具体的イメージ】

方策①②

方策 取組み概要

①対話 日本政府の努力目標に準じた水準※２をベースに対話し、企業の脱炭素化を後押しする。

②ファイナンス ファイナンスを通じて投融資先の脱炭素化を支援する（トランジションファイナンス※3等）。

③低炭素資産への投融資
インフラエクイティファンド、再生可能エネルギー向けのプロジェクトファイナンス等、
低炭素資産への投融資に注力する。

④不動産GHG削減取組み 投資用不動産における省エネや再生可能エネルギーへの切替えを推進する。

方策 取組み概要

ESGインテグレーション
●投融資先に対する社内格付、マテリアリティ（重要課題）マップにおいて人権を含むESG要素を反映する取組み等によ

り、投融資プロセスにおいて人権に係る状況を考慮

対話
●外部情報を活用の上、人権リスク等を考慮の上で対話先を選定
●「ビジネスと人権に関する指導原則」への対応状況、サプライチェーンにおける人権・労働環境の問題等について対話

ネガティブ・スクリーニング ●人権尊重の観点も踏まえ、非人道的兵器製造企業への投融資を禁止

※１  投融資先の脱炭素への移行を後押しするファイナンス

※1  下記TNFDに対して、ステークホルダーの立場から専門知識を提供し、議論をサポートする組織。 
※2  TNFD（Taskforce on Nature-related Financial Disclosures／自然関連財務情報開示タスクフォース）が提言する、生物多様性が企業の事業活動に及ぼす影響等を評価し、情報開示を行うフレームワーク。

※３  インパクト計測の詳細は、2022年版責任投資活動報告書をご参照ください
 https://www.sumitomolife.co.jp/about/csr/group/pdf/rir2022.pdf

※1  2019年度対比のインテンシティ（保有残高当たりGHG排出量＝資産ポートフォリオのGHG排出量÷資産ポートフォリオ残高）  　　※２  日本政府の努力目標「▲50％（2013年度対比）」を2019年度基準に洗替えた数値
※3  投融資先の脱炭素への移行を後押しするファイナンス　　

事例紹介

事例紹介

© CABEI

© DeepForest Technologies

特集1 Well-being ウェルビーイング 特集2 人的資本 特集3 気候変動・地球環境保護 特集4 責任投資

https://www.sumitomolife.co.jp/about/csr/group/pdf/rir2022.pdf
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保険事業を通じた健康寿命の延伸 保険事業を通じた安心の提供 持続的・安定的な成長の実現 ステークホルダーとの信頼関係の構築 サステナビリティを支える経営体制

　日本は世界でも有数の長寿社会ですが、平均寿命と健康寿命（介護等を必要とせず、自立して日常生活を送れる期間）の
隔たりは小さくなく、その差を埋めていくことが社会的な課題となっています。
　住友生命は、お客さまが継続的に健康増進活動に取り組むことをサポートする健康増進型保険“住友生命「Vitality」”
を中心に、本業を通じて、この健康寿命の延伸という社会課題の解決に取り組んでいきます。

いつまでも安心して健康に暮らすことができる社会の実現に向けて、
保険事業を通じて、日本の健康寿命の延伸に貢献する

健康増進を軸としたCSVプロジェクトの推進
　“住友生命「Vitality」”の認知獲得を目的に、Vitality健康プログラムの一部を無料で
最大4週間体験できる「Vitality体験版」の新CMをテレビやWebで放映しました。　
また、より幅広いお客さまに健康増進の必要性を実感いただけるプランを開発し、
2023年4月には、Vitality健康プログラムの一部を単独でご利用いただける「Vitality
スマート」を発売しました。
　また、社内的には、引き続き健康経営を推進しており 、「健康経営優良法人2023」の
認定を取得しました。

お客さまへの「Vitality」の提供
社会全体への健康増進の働きかけ
職員とその家族が健康になる「健康経営」の推進

　2022年度の“住友生命「Vitality」”の新契約販売件数は約33万件、2022年度末の累計販売件数は133.2万件となりました。
また、2023年8月には150万件を突破しました。

【“住友生命「Vitality」”新契約販売件数の推移（累計）】

の3つの行動を通じて日本の健康寿命の延伸を目指します。

～「健康」を軸とした共有価値の創造～

※CSVとは「Creating Shared Value」の略語で、「共有価値の創造」を意味しており、本業で社会的課
題に取り組み、「社会問題の解決」と「企業価値の向上」を両立させることを指しております。

“住友生命「Vitality」”に関する事業を推進
　健康増進型保険“住友生命「Vitality」”を軸に、社会全体への健康増
進の働きかけや、健康経営の推進を行うことで、「健康寿命の延伸」と
いう社会課題の解決に取り組んでいます。
　この取組みを「CSVプロジェクト」と位置づけ、「お客さま」・「社会」・「会社・職員」とともに、健康増進という新しい共
有価値を創造することで、「日本の健康寿命の延伸」を目指しています。

“住友生命「Vitality」”とは
　「Vitality」は、南アフリカの金融サービス会社Discovery Ltd.
(ディスカバリー)が開発し、1997年より20年以上に亘り、南アフリカ
で販売されています。また南アフ
リカのほか、イギリス、アメリカ、
中国、シンガポール、オーストラ
リア、ドイツ、日本等、40の国と地
域で、約3,000万人以上※(2022年
12月末時点)に提供されています。
　なお、日本では住友生命が独占
契約を結んでいます。
※他国で提供されている「Vitality」の種類は

Vitality導入各国により異なる場合がありま
す（損害保険・健康保険等）

平均寿命と健康寿命の差
　日本は平均寿命と健康寿命※との隔たりは小さくなく、その差を
埋めていくことが社会的課題となっています。

CSVプロジェクト理念

CSVプロジェクトの全体像

(万件）
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Vitalityを通じて、
お客さまの健康増進に寄与

健康を応援する
存在としての
ポジティブな評価

健康増進の重要性・価値を
理解いただいた方が
新たなお客さまに

世の中に健康増進の重要性・価値を啓発
社会に役立ち、社会から必要とされ、誇り・やりがいが醸成

お客さまの健康増進を
通じて
「健康長寿社会」に貢献

1

2

3

介護・医療・万一などの
リスクに備える

継続的な健康増進活動を促す
仕組みにより、

病気等を患うリスク自体の
減少に寄与

Vitality健康プログラム

従来の保険商品
※介護等を必要とせず、自立して日常生活を送れる期間。

（出典）「第16回健康日本21（第二次）推進専門委員会」（厚生労働省）

男性 女性平均寿命 81.41歳 平均寿命 87.45歳

健康寿命 75.38歳

差  約12年差  約9年

健康寿命 72.68歳

マテリアリティ

保険事業を通じた
健康寿命の延伸

・ 長寿化に伴う死亡保障ニーズの減少、入院・手術
等の給付金支払額増加の可能性

・ 長寿化や単独世帯の増加等に伴う生存保障ニー
ズの高まり

・ 健康増進に資する独自商品の開発によるマー
ケットの拡大

リ
ス
ク

機
　
会

取組方針・内容

2022年度における主な成果

課題認識

取組内容

2022年度における主な成果

目指す姿

取組方針
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　住友生命は、Vitality会員の歩数・健康診断結果に関する調査とアンケート調査を実施しました。
　その結果、加入前よりも運動する機会や日々の歩数が増加した方が約84%を占め、日々の歩数は加入時から約13％
増加し、3年経過した時点でもその水準が維持されています。
　また死亡率については、Vitality会員は非Vitality会員と比べて約43%低く、入院率に関してはVitality会員は非会員と
比較して約18%低いということがわかりました。

Vitality部とは
“住友生命「Vitality」”を楽しみたい方・知りたい方が集まる
コミュニティサイトで、日々の交流をきっかけに「つながり、
支えあう」ことで心や体も豊かになり、ウェルビーイングに
貢献することを目的としています。サイト内で会員登録する
とVitality部員となり、トークルームで日々の運動報告から
お互いを励まし合ったり、新しい情報を共有し合うなどして
Vitality部を活用することができます。

「Vitalityフレンズ」とは
Vitality健康プログラム※にご加入されている方同士がチームを組み、アクティブチャレンジ（１週間のサイクルで設定
される運動ポイント目標を達成することで特典（リワード）が受けられる短期プログラム）の達成状況を共有する機能で
す。チームメンバーと一緒にアクティブチャレンジに取り組むことで、健康増進活動へのモチベーション維持・アップに
繋げることができます。

26,232名 721/月平均 6,719/月平均 60,187/月平均

CSVプロジェクトの取組み
１ parkrunとは
　parkrunは、毎週土曜日朝定時に行われる参加費無料の5kmのウォーキング・ジョ
ギング・ランニングまたはボランティアができるコミュニティイベントです。現在、
parkrunは世界22ヵ国、毎週2,300ヵ所以上で開催され、参加者、それを支える運営
ボランティアとして毎週30万人以上の人々が参加しています。
　住友生命は、2019年に英国の非営利団体parkrun Global（創始者Paul Sinton-
Hewitt CBE）とパートナーシップを結び、日本で唯一のオフィシャル・プレゼンティング・
パートナーとして、日本国内でのparkrunの展開を全面的にサポートしています。

2  CSVプロジェクトにおいてparkrunに取り組む意義
　parkrunは、CSVプロジェクトにおいて「お客さま」「社会」「会社・職員」すべてに働きかけることのできる重要な取組み
と捉えています。「お客さま」においては、Vitality会員の方がparkrunへ参加・完走（完歩）すると、Vitalityポイントを
獲得でき、 Vitalityの役割である健康増進活動をサポートする機会として活用しています。「社会」においては、地域に
おける幅広い方々に向けた運動習慣機会の創出、および地域コミュニティ形成支援となることを目指しています。
　「会社・職員」においては、職員が会社とともに自らが健康増進に取り組む活動としてウォーカー・ランナー・ボラン
ティアへの参画を推進しています。

parkrunを通じた「お客さま」「社会」「会社・職員」全方位への取組みを推進し、CSVプロジェクトの理念である「日本の
健康寿命の延伸」を目指していきます。

3  スポーツ庁「第2回Sport in Lifeアワード」大賞を受賞
スポーツ庁が主催する「第2回Sport in Lifeアワード」の「Sport in Life 2022大賞（最優秀賞）」を受賞しました。
受賞理由としては、「ウォーキング」という誰もが参加しやすいテーマで参画のハードルを下げており、世代や障がい

の有無によらず取組可能な「多様性」を実現する取組みであること、また、毎週同じ曜日・時間帯に開催されており、「習慣
化」につながるプログラムであることが挙げられています。

　プレコンセプションケア（Preconception Care）とは、女
性やカップルが自分たちの生活や健康に向き合うこと、そ
して、赤ちゃんをさずかるチャンスを増やす、女性や将来
の家族がより健康な生活を送れるようにする一連の取組み
のことです。
　昨今、晩婚化や晩産化の進展などにより、不妊に悩む人は
増加しており、働きながら不妊治療に取り組む人も増加して
いると考えられる中、仕事との両立が難しいゆえに退職した
り、不妊治療を諦めたりする人が多くいると言われ、プレコ
ンセプションケアの重要性も高まっています。

住友生命では、一人ひとりが望む「理想のライフプラン」を
実現すべく、WaaSにおける「Wellness Life」サービスの一つ
として、プレコンセプションケア領域でのサービス開発を
行っています。本サービスを通じて、「不妊治療と仕事の両
立」という大きな社会課題の解決や、いつかは子を持ちたい
と思う人への早い段階からのサポートによって、社会課題そ
のものの縮小を目指しています。
　2020年度スミセイInnovation Challenge※での採択を受
けた2021年度のプロジェクト化・住友生命社内での実証実験、
2022年度の社外企業での実証実験を踏まえ、2023年度より
サービスローンチを予定しています。

企業における実態把握

知る・気付くきっかけの提供

当事者向けのサポート

不妊治療等に関する従業員アンケート

適度な運動を継続 Vitality会員と非Vitality会員の死亡率・入院率比較

加入前よりも
運動する機会が増えた

加入前には

定期的な運動を
行っていなかった

運動や一定歩数以上
歩くことが習慣になった

加入前に定期的な運動を
行ってなかった方（49％）のうち

84%住友生命によるアンケート調査結果
回答数44,505。住友生命職員を除く

Vitality会員※の平均歩数

死亡率

入院率

加入月
7,375歩

1年目
8,298歩

2年目
8,761歩

3年目
8,957歩

+約1,000歩

「適度な運動」を継続「適度な運動」を継続

Vitality会員は
非Vitality会員と比べて
死亡率が約43％低い

Vitalityゴールドステータス
会員はブルーステータス会員と
比べて死亡率が約77%低い-43

49

%

※2018年９月～2021年１月に加入した会員の2023年１月末までの平均歩数を分析。

■2018年９月(Vitality提供開始)から2022年３月以前にご加入いただいた契約の、2022/4月～
2023/3月の支払実績に基づき算出。■死亡率は災害死亡を、入院率は災害入院および新型コロナ
ウイルス等の感染症による入院を除く。■非Vitalityとは、Vitality健康プログラム付加対象商品の
うち、 Vitality健康プログラムを付加していない契約。

住友生命によるアンケート調査結果(n＝44,505)
住友生命職員を除く

住友生命によるアンケート調査結果
加入前に運動等を行っていなかった方のうち「習慣になっている」「時には休むこと
もあるが、習慣になっている」と回答(n＝14,914)  住友生命職員を除く

＊死亡保険金の支払件数をもとにVitalityと非Vitalityを同じ年代構成とみなして算出。

-18%

% 69%

約

約
＊入院給付金の支払日数をもとにVitalityと非Vitalityを同じ年代構成とみなして算出。

Vitality会員は
非Vitality会員と比べて
入院率が約18％低い

Vitalityゴールドステータス
会員はブルーステータス会員と
比べて入院率が約50%低い

Vitality加入後の運動習慣向上の割合
Vitality加入前の

「スポーツや定期的な運動」 の実施有無

行って
いない

週3回以上

週1回未満

週1～2回
以上

17%

20%

14%
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※2020年度から開始した、会社全体で新しい価値創造（事業化）にチャレンジするプロジェクトです。

※Vitality体験版・企業型を含む全てのプランでご利用できます。

保険事業を通じた健康寿命の延伸 保険事業を通じた安心の提供 持続的・安定的な成長の実現 ステークホルダーとの信頼関係の構築 サステナビリティを支える経営体制

“住友生命「Vitality」”加入者の歩数・健康診断結果およびアンケート調査結果1TOPICS 「Vitality」をきっかけにつながるコミュニティサイト「Vitality部」3TOPICS

Vitalityフレンズについて4TOPICS

プレコンセプションケアについて5TOPICS

日本国内でのparkrun（パークラン）を全面的にサポート2TOPICS

オンラインセミナー
／妊活アーカイブ集

LINE相談

セルフチェック検査
（卵巣年齢チェック等）

オンライン相談

16

登録部員数 投稿数 いいね数 PV※数

2023年6月末時点 2022年4月～2023年6月平均 2022年4月～2023年6月平均 2022年4月～2023年6月平均

※サイト内のページが表示された回数
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　国内市場については、少子高齢化の進行、単身世帯の増加、人生100年時代の本格的な到来等により「就労不能・介護」
「認知症」「医療」「老後」といった生存保障へのニーズが高まっています。また、日本政府が2050年までにカーボン
ニュートラルを実現することを掲げるなど、社会環境は常に変化しています。
　住友生命は、生命保険商品の提供者であると同時に、お客さまからお預かりした保険料を運用する機関投資家でも
あるため、本業を通じて、超高齢社会・カーボンニュートラルといった社会課題の解決に取り組んでいきます。

１ 人生100年時代の到来を見据えたサービスや情報提供の推進
　人生100年時代の到来やライフスタイルの多様化、医療サービスの変化といった環境変化が進む中、住友生命は豊かで
明るい健康長寿社会に求められる「健康な暮らし」「安心安全な暮らし」の実現に向け、超高齢社会の社会的課題解決に
取り組んでいます。

ウェルビーイングデザイナーへの進化
　2022年度は、3カ年計画「スミセイ中期経営計画2022」の最終年度として、同計画に掲げる「社会に貢献する」「社会に
信頼される」「社会の変化に適応する」という三つの基本方針のもと、「人」と「デジタル」でお客さまを支え、「一人ひとり
のよりよく生きる＝ウェルビーイング」への貢献を通じた『なくてはならない』生命保険会社の実現に向けた取組みを
進めてきました。
　2023年度以降は「住友生命グループVision2030」で目指す姿を実現するべく、「スミセイ中期経営計画2025」にて掲
げている、営業職員のレベルアップ・お客さま対応の質を向上していくことにより、ウェルビーイングデザイナーへの着
実な進化を図っていきます。具体的には、これまでの保険領域に加えて、お客さまの充実したくらしを支える「非保険」
領域へのサービスを提供していくとともに、これまで以上に地域社会への貢献など、活動の幅を拡げていきます。

2  カーボンニュートラル社会実現への貢献（責任投資等）
　住友生命の事業の公共性、規模、社会への影響の大きさを踏まえ、地球環境保護への取組みを重要な経営課題の一つで
あると考えており、温室効果ガス（GHG）排出量ネットゼロを目指すことを通じて、日本を含めた世界共通の気候変動と
いう社会課題に対して、本業である生命保険・機関投資家の両事業で取り組んでいます。

「人ならでは」の価値に「デジタル」を融合した、お客さまの状況・状態に応じた最適な商品・サービスの提供
　適切なコンサルティングやきめ細かなアフターサービスの対面コンタクトでの提供・拡充に加え、EメールやZoom
等を活用した非対面コンタクトでの提供を推進しています。

超高齢社会における役割発揮に資する取組みの推進
　超高齢社会における課題解決を目的に発足した「人生100年サポート協議会」を通じて、部門横断で取組みを確認し、
特にジェントロジー教育に関して、外部組織との提携・関係づくりを推進しました。
　また、高齢者の特性に配慮した安心安全な社会環境づくりへの貢献に向け、地域における高齢者見守り活動や相続
セミナーなどの実施といった地域社会との連携強化を通じ、超高齢社会の課題解決への取組みを進めています。

「お客さま本位の業務運営方針」に基づく取組みの更なる推進
　本方針に基づく取組状況に関しては、半期ごとに「お客さま本位推進委員会」にて報告し、その実効性向上を図って
おります。また、お客さま本位の推進に関する諸施策については消費者問題に詳しい有識者を社外委員とする「CS向上
アドバイザー会議」にて審議・報告を実施し、当社サービスの改善等に社外の声を役立てております。
　住友生命職員に対しては、職員アンケート等を通じてお客さま本位の業務運営についての浸透度等を確認するととも
に、お客さま本位に関する研修や教材提供を適宜、実施しております。

594万件 1兆3,607億円

カーボンニュートラル社会実現への貢献（責任投資等）
● 責任投資の取組み

給付金請求のデジタル化

営業用端末Liefやお客さまのスマホ等で、
給付金の請求手続きをオンラインで完結

非接触営業・コンタクトの推進

LINE WORKSを活用したコミュニケー
ションや、Zoomを活用したWebでの面
談等を実施

電子化対象業務の拡大

営業用端末Liefでの電子手続き対象業務
を段階的に拡大し、利用を促進

メールでの照会受付・FAQの充実・ 
AIチャットボットでの応対

時間を選ばずにお問い合わせ・ご照会い
ただける環境を整備

Webでの非対面お手続きの進化

Webでの新契約申込の導入や、インター
ネットサービス（スミセイダイレクト
サービス）の機能を拡充

EXサポートセンターのサービス拡大

メール等を通じてお客さまへの情報提供
や相談に応じるサービスを拡大

※P13-14参照 （特集：責任投資）

健康な
暮らし

安心な
暮らし

安全な
暮らし

健康寿命の延伸

安心で豊かなセカンドライフ 安全な社会環境

健康長寿社会の実現

取組方針・内容

2022年度アプローチ

2022年度における主な成果

マテリアリティ

保険事業を通じた
安心の提供

課題認識

取組方針

取組内容

2022年度における主な成果

お客さま本位の経営の推進を通じて、すべての人々に適切な生命保険商品・サービス、
その先にある安心を提供する

・ 提供する商品・サービスと顧客ニーズとのミス
マッチ、他社・近隣業種からの類似商品・サービス
による陳腐化

・ 社会課題解決の視点を無視した投融資行動による
資産価値毀損の可能性

・ 顧客ニーズを捉えた商品・サービスの提供による
企業価値の向上

・ 社会課題解決に資する資金ニーズ拡大に伴う
投融資機会の増加

リ
ス
ク

機
　
会

目指す姿

【2022年度お役に立った保険金・年金・給付金】 【2022年度 新型コロナウイルス関係の保険金等の支払済金額】

住友生命

死亡保険金額 入院給付金額
うちみなし入院

121億9,956万円 751億2,566万円 740億8,390万円



住友生命 サステナビリティレポート 2023

パーパス / 
目次 トップメッセージ 2022年度サステナビリティ

ハイライト
理念体系 / 

サステナビリティ経営方針
社会課題に対する

歩み 特集 マテリアリティに
対する取組み その他

グループ・サステナビリティ
オフィサーメッセージ / 推進体制 / 

サステナビリティ重要項目（マテリアリティ） 
TO

PI
CS

 

»  

保
険
事
業
を
通
じ
た
安
心
の
提
供
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アクサ生命との提携による介護関連サービス
「ウェルエイジングサポートあすのえがお」

「あすのえがお」の主なサービス

あすのえがお専用コールセンター
◇介護に関する様々な相談に対応
◇介護施設に関する相談に対応
◇公的介護保険制度に関する相談に対応

介護施設の
コンサルティング

介護・生活支援サービス

介護予防・QOL向上
支援サービス

資産管理支援
サービス

電話の相談内容に応じて紹介

　ケアマネジャー等の専門資格をもったスタッフが介護・
老後・認知症に関する様々なご相談にお答えするサービスを
提供しています。また、ご要望に応じて、介護施設探しの相談
サービス等のご紹介も行っています。
※業務委託先である株式会社ドリームキャッチャーおよび当社提携先の各企業が提供いたします。
※住友生命の個人保険（財形保険を除く）に加入のご契約者さま、被保険者さまおよびそのご家族がご利用

可能です。

　住友生命では、人生100年時代の到来を踏まえ、豊かで明るい健康長寿社会に求められる「健康な暮らし」「安心・安全な
暮らし」の実現に向け、ジェロントロジー※の知見を有する外部の団体や専門家と連携し、超高齢社会の社会的課題解決に
取り組んでいます。

　人生100年時代における健康、老後の備え、介護・認知症、相続等についてお客さまとともに考える情報冊子「未来ガイド」
「ロングライフガイド」「知っておきたい認知症のこと」、お客さまの未来の年表で収支をご確認いただきながら、もしも
の時に必要な資金や豊かな老後に備えたい資金をシミュレーションできるコンサルティングツール「未来診断」「セカンド
ライフコンサルティング」を活用し、お客さまの人生100年を応援するコンサルティングを推進しています。

　お客さま一人ひとりのウェルビーイングへの
更なる貢献を目指して、2022年1月より給付金の
デジタル請求を開始しました。これにより、従来
以上に早く給付金をお支払いすることが可能に
なりました。
　本サービスでは、営業用タブレット端末の

「Sumisei Lief （スミセイリーフ）」やお客さま
のスマートフォン等で、医療機関から発行され
る診療明細書を撮影・アップロードいただくこ
とにより、給付金のご請求手続きをオンライン
で完結することが可能です。
　また、撮影いただいた診療明細書から、入院
期間や手術名等をAI-OCR（人工知能を搭載した
光学文字認識システム）で読み取ることで、ご 請求
に必要な情報を「Sumisei Lief （スミセイリー
フ）」やスマートフォン等に自動反映することができ、お客さまのご負担を軽減することができます。
　今後もお客さまの価値観の変化やニューノーマルの時代に合わせて、利便性の高い「人とデジタルの融合」したサービスの提供に
取り組んでいきます。

■お客さまに寄り添ったコンサルティング

未来ガイド ロングライフガイド 知っておきたい
がんのこと

がんについて知っておきた
い基本的な情報をコンパク
トにまとめた冊子です。

認知症に関する基礎知識
や予防対策、向き合い方な
どをまとめた冊子です。

お客さまの想いや希望を
ご家族に書き残すことが
できる冊子です。

長い人生をよりよく過ご
すために、健康やお金につ
いてまとめた冊子です。

人 生100年 時 代 に 向 け、
「もしものときのリスク」
と「健康」についてまとめ
た冊子です。

知っておきたい
認知症のこと 思いやりノート

※市場リスクを有する外貨建保険・変額年金保険等の投資性商品

健康増進、
介護・認知症の

予防・改善への取組み

高齢者の
特性に配慮した

商品・サービスの提供

安心・安全な
社会づくりに向けた
地域社会との連携

人生100年サポート協議会
当社の取組みが高齢者の特性や社会環境に適合しているかを確認し全社で統一感をもって取組みを推進

リテラシーの向上（ジェロントロジー※教育の推進）

 〈超高齢社会の役割発揮に関する指針〉
豊かで明るい健康長寿社会の実現に向けた超高齢社会の課題解決への貢献

～人生100年時代の「健康・安心・安全」な暮らしの実現～

※老後の過ごし方や高齢社会の様々な課題を幅広い分野から研究する学問 0 1,500（％）

2021年度

2020年度

2022年度

2020年度

2021年度

1,433件2022年度

0 100 （件）

90.1%

91.6%

89.8%

923件

1,148件

　住友生命では「お客さま本位の業務運営方針」を策定し、この方針に基づく具体的な取組みを積極的に推進するととも
に、定期的に振返りを行い、各種取組みの実効性を高めていきます。
　お客さま本位の業務運営の定着を図るために評価指標（主な評価指標は以下のとおり）を設定しております。当該指標
の結果も踏まえ、お客さまの状況に寄り添った対応の進化・改善に引き続き取り組み、お客さま本位の業務運営の更なる
推進を図ります。

【お客さま満足度（総合満足度）】 【特定保険契約※における苦情発生状況】

「収入パスポート」の発売1TOPICS 高齢者向けサービスの充実3TOPICS

お客さま本位の業務運営4TOPICS

給付金請求のデジタル化5TOPICS

人生100年サポートの取組み2TOPICS

STEP1 STEP2 STEP3 STEP4

請求内容の入力
AI-OCRで読取り

必要書類の撮影・アップロード
必要項目の入力

ご請求内容の
確認

給付金の
お受け取り

AI-OCRについて
入院期間・手術名の読取りAI-OCRでテキスト化 Liefへ自動反映

入院期間①
2022年3月1日
～2022年3月2日

手術名・放射線治療①
水晶体再建術

〈例〉
入院期間 ： 2022年3月1日
　　　　   ～2022年3月2日
手術名　 ： 水晶体再建術

画面反映読取り
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　お客さまの身近に潜むリスクである、短期的に働けない状態となった際の収入減少を
カバーするため、「収入パスポート」を2023年3月に発売しました。
　入院経験者に対するアンケート調査を住友生命が実施したところ、入院期間が２週間
以上（１か月未満）の人が収入減少を経験される割合は、67％（約３人に２人）にのぼります。
さらに、この収入減少を経験された人が、収入回復までに要した期間は、退院後２か月程度が31％、３か月程度が20％と
なっています。
　会社員等の方は傷病手当金が支給される場合もありますが、支給額は収入の概ね２／３であり、収入減少を十分に補えない
可能性があります。そのようなリスクに備えるべく、「収入パスポート」は、継続して14日入院をした場合に、３か月程度の
収入保障見合いの一時金をお支払いします。
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サステナビリティ重要項目（マテリアリティ） 

保険事業を通じた健康寿命の延伸 保険事業を通じた安心の提供 持続的・安定的な成長の実現 ステークホルダーとの信頼関係の構築 サステナビリティを支える経営体制
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１ 働き方の変革やリソースの最適化を通じた生産性向上
2  柔軟で多様な人財の採用と共育
3  協業等によるビジネスパートナーとの共生

　近年の社会環境や経済環境に目を向けると、ニューノーマル下における変化を含め、人口構造の変化、デジタライ
ゼーションの進展、働き方改革の推進など、社会全体に大きな影響を及ぼすと考えられる変化が加速度的に進んでいる
様子が見て取れます。
　住友生命が将来にわたって持続的にお客さまのお役に立っていくためには、社会の変化を的確に捉え、社会のニーズ
に応えていくことで、社会から必要とされ続けることが重要と考えられることから、持続的・安定的な成長の実現のため
の様々な取組みを推進していきます。

　ワークライフバランスの推進に際して、定量目標を掲げて進捗を管理しております。2022年度は以下の達成状況と
なりました。

　これまでの取組みを強く・太くしていくことが
重要であることから、サステナビリティ重要項目
に引き続き取り組むとともに、「ウェルビーイング
デザインへの進化」「新規領域でのイノベーション
の実現」「収益構造改革」「グループ戦略」という4つ
の取組みからウェルビーイング領域を拡大し、
これらの取組みを確実なものとするための推進
エンジンとして、「人の価値」を高めることによる
生産性の向上、保険事務手続きのデジタル化や
データ価値を最大活用したコンテンツの作成・
提供などにより、「人とデジタルが融合」したサー
ビスの提供を充実させていきます。

4  オープンイノベーションによる新たな価値創造
5  海外事業を通じた収益基盤の多様化
6  事業展開インフラ（IT等）の強化

※1  2025年度末までの目標は50％　　※2  2016年～総労働時間1割削減に取り組んでいる

オープンイノベーションを通じた、お客さまや社会に対する提供価値創造
　住友生命は、オープンイノベーションを通じたお客さまの「一人ひとりのよりよく生きる＝ウェルビーイング」への
貢献、社会課題の解決につながる新しいビジネス・サービスの創出に取り組んでいます。2022年度の実証事業を経て、
2023年度には、自治体とともに、健康増進型保険“住友生命「Vitality」”の健康プログラムと、事業共創先の生活習慣改善
支援プログラムを組み合わせた、新しい官民連携プログラムの共同事業をスタートしました。また、プレコンセプショ
ンケア領域では、住友生命社内での実証実験、2022年度の社外企業での実証実験を踏まえ、2023年度よりサービス
ローンチを予定しています。
　スタートアップ企業とのオープンイノベーションによる新たな価値創造を加速するため、CVC（コーポレートベン
チャーキャピタル）を通じてこれまでに9社（2023年7月末時点）のスタートアップへの投資を実行し、うち1社がIPO

（新規上場）を実現しています。

海外事業を通じた収益基盤の多様化
　少子高齢化や人口減少、金融市場のボラティリティの高まり等により、日本の生命保険マーケットは変化しています。
そのような変化の中、生命保険会社としての使命を果たすためには、長期的な事業の安定性が必要です。そのため、日本国
内における取組みに加え、海外生保市場の収益性・成長性を当社グループ内に取り込むことで収益基盤を拡充し、国内生保
事業の持続可能性を強化するとともに、海外出資先等と協働し「保険を通じた安心」の提供といったそれぞれの国・地域に
根付いたウェルビーイングへ貢献していくことが重要であると考えています。

事業展開インフラ（IT等）の強化
　「ウェルビーイングに貢献する『なくてはならない保険会社グループ』」の実現、およびスミセイ中期経営計画2025に
おける計数目標達成のため、常に先進的なICT（情報通信技術）を取り入れ、データ分析環境の活用による新たな商品や
WaaSの提供に向けた分析や、お客さまの利便性向上に資するモバイルアプリのリリースなど、サービスの高度化に取り
組んでいます。
　今後も、「デジタル」と「人に根差した価値」を融合させることで、お客さまに寄り添ったサービスの提供を推進していきます。

ワークライフバランスの推進
　すべての役職員の子育て期、中高年期といったライフステージに応じた多様な働き方を実現し、
一人ひとりの「ワークライフバランス」を通じて、互いを尊重しながら協力して働く、明るくいきい
きとした職場を目指しています。2023年6月には、次世代育成支援対策推進法に基づく、不妊治療と
仕事との両立に関する認定基準である「プラチナくるみんプラス」を取得しました。
　また、新たなシステムの導入による業務効率化や、既存業務の見直し等によって生み出した時間を、職員一人ひとりが

「お客さま本位の仕事」へ集中するとともに、長時間労働の抑制や休暇取得の推進、柔軟な働き方を認める勤務制度の導入
等により、職員にとって「健康でいきいきと働く」職場を実現し、会社全体として一層の生産性(パフォーマンス)向上を
目指しています。

女性活躍の推進、障がい者雇用の促進
　2016年度来「女性活躍推進に関する行動計画」を作成し、女性の活躍および管理職登用を進めて
います。障がい者雇用率に関しては、2023年4月時点で2.43%と、法定雇用率(2.3%)、および今後の
段階的な引き上げを踏まえた取組みを継続しています。

全ての取引先企業との健全な関係の維持
業務提携を通じた商品・サービスの提供、金融機関等とのパートナーシップの強化
　多様化するお客さまのニーズに合わせ、他社商品について住友生命販売チャネルを活用した提供を継続するとともに、
長寿化の進行を受けたお客さまの資産形成ニーズや相続ニーズの高まりに応えるため、終身保険、個人年金保険等の当社
商品について金融機関等代理店チャネルを通じた提供を継続しています。また、外部委託等の取引先企業とは、コンプライ
アンス、インサイダー取引・利益相反防止等を踏まえた適切な取引を徹底しています。

取組方針・内容

2022年度アプローチ

2022年度における主な成果

48.3%

女性管理職比率

（目標：50％※１）
▲10.3%

総労働時間削減
(2016年対比※2)

100%

男性育児休業取得率

（目標：100％）
81.8%

月1日以上有給休暇
取得者占率

61.0%

職員
エンゲージメント

72.0%

職員が活躍する
環境

マテリアリティ

持続的・安定的な
成長の実現

課題認識

目指す姿

取組方針

取組内容

2022年度における主な成果

ウェルビーイング
デザインへの進化

新規領域での
イノベーションの実現収益構造改革

グループ戦略

これまでの取組みを強く太く
～サステナビリティ重要項目の推進～

4つの取組みと2つの推進エンジンにより
ウェルビーイング領域を広げていく

よりよい企業風土の醸成 事業リスク対策

人財共育推進
エンジン

デジタル＆
データ

推進
エンジン

時代を超えて受け継ぐべき経営方針の下、社会の変化・変革に対応して
着実に成長し続ける

・ 環境変化に適合しない事業運営による顧客の
喪失・勤労意欲減退・職員採用への支障等の発生

・ 変化する社会のニーズを捉えた事業運営による
社会からの信頼獲得・安定的な収益の確保・企業
価値の向上

リ
ス
ク

機
　
会
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サステナビリティ重要項目（マテリアリティ） 

業界初の「インフルエンザお見舞い金保険」を開発4TOPICS

女性活躍推進の取組み
　女性活躍推進法に基づく以下の目標を設定し、計画的な育成
や層別研修等の取組みを進めています。

　住友生命は時節を捉えた柔軟な対応として、業務提携を行うことで、お客さまの幅広いニーズにお応えしています。 　住友生命は、長期的な視点に立った企業変革の取組み（未来投資）の一環として、オープンイノベーションを通じたお客
さまの「一人ひとりのよりよく生きる＝ウェルビーイング」への貢献、社会課題の解決につながる新しいビジネス・サービス
の創出に取り組んでいます。2023年度には、自治体とともに、健康増進型保険“住友生命「Vitality」”の健康プログラムと、
事業共創先の生活習慣改善支援プログラムを組み合わせた、新しい官民連携プログラムの共同事業をスタートしました。　
また、プレコンセプションケア領域では、事業共創による企業向けソリューションの開発に向け、住友生命社内での実
証実験の実施を経て、2023年度のサービスローンチを予定しています。

スタートアップ企業とのオープンイノベーションによる新たな価値創造を加速するため、CVC（コーポレートベン
チャーキャピタル）を通じてこれまでに9社(2023年7月末時点)のスタートアップへの投資を実行し、うち1社が IPO（新
規上場）を実現しています。

◦“住友生命「Vitality」”による健康増進活動を中心としたウェル
ビーイング関連企業などとのエコシステム構築

◦「体の健康」だけでなく「体・心・社会的健康」を目指すWell-being領域
◦「生命保険を身近に感じる顧客体験」や「お客さまと保険会社の新た

な接点」創出に活用できる新しいテクノロジーやサービス
◦DXの推進

◦80億円

スミセイInnovation Challenge
スミセイInnovation Challengeは、将来の収益へつながる事業の創出、柔軟

で多様な視点を持ったイノベーティブな人財の育成、社会のニーズの変化を
捉え、応え続ける企業風土の醸成を目的として2020年度から開始しました。
　新規事業の種となる事業アイデアを広く社内から募集し、最終審査に向けた
アイデアのブラッシュアップを経て、通過した事業アイデアは事業化の検討に進
みます。会社全体で新しい価値創造（事業化）にチャレンジするプロジェクトです。
　2020年度の開始後、3年間で約400件の応募があり、現在８件が事業化に向けた検討を進めています。

SUMISEI INNOVATION FUNDとは
　CVC（コーポレートベンチャーキャピタル）は、将来性のあるスタートアップ企業への
投 資 を 通 じ て、事 業 共 創 を 効 率 的・効 果 的 に 推 進 す る 仕 組 み で す。SUMISEI 
INNOVATION FUNDは、豊富なスタートアップ企業への投資・支援経験を有するSBIイ
ンベストメント株式会社の運営支援により、投資先企業との事業共創を推進するCVCです。

SUMISEI INNOVATION FUNDを通じた事業共創により、“住友生命「Vitality」”の進化、「体の健康」だけでなく
「体・心・社会的健康」を目指す「一人ひとりのよりよく生きる＝ウェルビーイング」に貢献するサービスの提供、新しい
テクノロジーやサービスを活用した「お客さまと保険会社の新たな接点」の創出等を実現していきます。

　当社は、多様な人財が、公平な環境で、互いを尊重しながら自分らしく活躍できる、働きがいのある職場づくりを進めて
います。そして、多様な人財が、その力を最大限発揮し、ともに育ち、進化し続けることで、新しい価値を創造し、お客さま
と社会に「一人ひとりのよりよく生きる＝ウェルビーイング」を提供していきます。

・ 2025年度末の女性管理職比率を50％とする
・男性の育児休職取得100％を通じ、全職員が働きやすい職場環境を整備する

女性管理職比率
（2023年4月現在）

男性育休取得率
（2022年度実績）

48.3％ 100％

職種変更制度 キャリアアップ支援制度

ビジネスキャリア職員・総
合キャリア職員相互の職種
変更が可能です。ビジネス
キャリア職員から総合キャ
リ ア 職員へ 約360名 が 職
種変更しており、管理職とし
て活躍する人も多くいます。

期間限定で他所属の業務を
経験できる制度です。知識
や視野拡大によるキャリア
形成を支援します。

（対象は転居を伴う異動の
ない職種）

多様な人財がいきいきと生産性高く働く環境づくり
　毎年、ダイバーシティに関する管理職向けセミナーを行うなど、
継続的に意識・風土醸成に取り組んでいます。育児・介護等と仕事
の両立に向けた制度の充実に加え、テレワークやフレックスタイム
制の活用など、新しい働き方も推進しています。2022年度は、
子の1歳までの育児休職について分割取得を可能とするなど、
育児休職の取得条件を変更しました。さらに、従来から実施して
いる入社後の職種変更やキャリアアップ支援制度の活用等を
通じて、多様な職員の主体的なキャリア開発を後押ししています。

法人向け商品の充実
　2016年10月に基本合意した業務提携を
受けて、2017年4月から住友生命の営業職
員チャネルにおいて、エヌエヌ生命の法人
向け定期保険の取扱いを開始しています。

損害保険事業への取組み
　2008年9月に三井住友海上火災保険株式会社と業務提
携強化の基本合意を行い、翌年より同社の損害保険商品
を住友生命の営業職員チャネルにおいて販売しています。
　個人のお客さまを取り巻く様々なリスクに対応する
GKシリーズ（自動車・火災・傷害保険）や、企業のお客さま
の事業活動を支える損害保険商品・サービスの提供に
より、多様化するお客さまニーズにお応えするとともに、
生保・損保一体での「総合生活保障」を今後ともお届けし
ていきます。

米ドル建保険の販売
　長引く国内の低金利環境の中、
多様化するお客さまニーズにより
一 層 お 応 え す る こ と を 目 的 に
ソニー生命と業務提携を行い、2019年1月から住友生命
の営業職員チャネルにおいてソニー生命の米ドル建
保険の取扱いを開始しています。

LGBT支援の取組み
　全職員向けにLGBT理解促進のための研修を実施しているほか、希望者へのアライステッ
カーの配付、相談窓口の設置などを行っています。2019年には、多様な人財の尊重と活躍に
向けて取り組む旨を「経営者宣言」として社内外に発表しました。また、LGBT支援団体に
対する寄付等の社会貢献活動にも取り組んでいます。

投資領域商品／サービス

市場

新しい商品／サービス／付加価値の創出

新
規

既
存

本業への貢献（業務効率化等）

新規ビジネスの創出（本業周辺分野中心）

新しい顧客接点／体験／チャネルの創出

既存 新規

Well-being領域での新規事業創造・新価値創造
（体の健康・心の健康・社会的健康・資産の健康等が
一体となって「生きる喜び」につながる)

B

A

F

D

C

E

Vitalityを中心とする健康関連のプラット
フォームの進化につながる新価値創造

将来的な新規事業創造につながるR&D的投資
（潜在的な脅威、機会となり得る投資）

DXの推進による新規事業創造・新価値創造
　・AI、フィンテック、インシュアテックetc.

その他SDGs達成に
つながる新規事業創造

新たな保険市場の創造
・プラットフォーム型ビジネス
 （規模を問わず）との共創
・デジタル接点・OMO　etc.

【目標】

主な投資領域

ファンド規模

年換算保険料 販売件数
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【損害保険年換算保険料・販売件数】

【PayPay アプリ画面イメージ】

保険事業を通じた健康寿命の延伸 保険事業を通じた安心の提供 持続的・安定的な成長の実現 ステークホルダーとの信頼関係の構築 サステナビリティを支える経営体制
TO

PI
CS

 

»

持
続
的
・
安
定
的
な
成
長
の
実
現

業務提携を通じた商品展開1TOPICS オープンイノベーションの推進（CVC）3TOPICS

ダイバーシティ、エクイティ＆インクルージョンの取組み2TOPICS

キャッシュレス決済サービス「PayPay」内の「PayPayほけん（１dayほけ
ん）」ミニアプリ※1専用商品として、2023年1月11日から「インフルエンザお見
舞い金保険」の提供を開始しました。

インフルエンザＡ型またはＢ型に罹患し、病院等で抗インフルエンザ薬（タ
ミフル等）を処方されたとき、および１泊２日以上の入院をしたときに、お見舞
い金をお支払いする保険です。抗インフルエンザ薬を処方された段階で保険金
をお支払いするという、インフルエンザに特化した保険商品は業界初※2です。
　今後も「なくてはならない」生命保険会社グループの実現のために、様々なパートナーとの協業を通じて一人ひとり
のお客さまに、より適したサービス、最適な保障をお届けしていきたいと考えています。

2022年11月に行われた最終審査会

20

※1  PayPay のパートナー企業が提供するサービスの予約や商品の注文、支払いなどが「PayPay」アプリからスムーズに行うことができる機能です。　　※2  住友生命調べ。
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　企業に求められる社会的責任は徐々にその範囲が拡大し、取り組むべき内容も大きく変化しています。また、「なくては
ならない」生命保険会社を実現するためには、ステークホルダーの皆さまや社会全体から信頼されることがより一層重要
になります。

　全社をあげて展開している「スミセイ・ヒューマニー活動」は、コロナ禍においても時間・場所に捉われない活動に取り
組むなど、2022年度は100%の参加率となりました。また、全国の自治体（都道府県）との連携は44件となりました。

住友生命のステークホルダー　
　生命保険業界を取り巻く環境は大きく変化して
おり、ステークホルダーから見た「理想の会社」も
大きく変化しています。
 　当社は、企業理念である「経営の要旨」の第1条

「社会公共の福祉に貢献する」というパーパスの
もと、これまで多くのステークホルダーとの関係を
構築してきました。2022年5月に制定したサステナ
ビリティ経営方針に掲げているとおり、お客さま、
ビジネスパートナー、従業員、社会、地球環境といっ
たステークホルダーから信頼・支持を得て、ともに
持続可能な未来の実現を目指します。

各自治体との連携の推進（自治体連携の状況）
　住友生命では、かねてから自治体との連携強化を進め
ており、2022年度には、香川県、沖縄県と包括連携協定
を締結しました。2023年4月時点で44の都道府県および
全国多数の市町と連携協定・事業連携等を行っています。

（うち、10都府県とは包括連携協定を締結）

社外における寄付講座の実施、
あらゆる世代に対する生命保険や生活設計に関する理解の促進
　生命保険への理解や信頼を高めるための「講師派遣」や、生命保険の仕事への理解を
深めていただくことを目的とした「体感プログラム」を実施しています。従来から九州
大学・立命館大学へ寄付講座を提供しているほか、社内新規事業創出制度により事業化
検討をはじめた（主に）中高生向けの教育サービスの中心に金融リテラシー教育を置き、
実際にこれまで約40校に対して出前授業などの支援を実証実験として行ってきました。

事業活動における省エネ・省資源、気候変動問題への取組みや環境保護活動の推進

地域・社会への貢献の推進（職員ボランティア）
　住友生命では、全社をあげて「スミセイ・ヒューマニー
活動」を展開しています。
　同活動は、「人間味あふれ（ヒューマン）、地域社会と
調和を図れる（ハーモニー）企業でありたい」という想い
から1992年にスタートした職員参加型のボランティア
活動です。
　2022年度は「スミセイゼロカーボンアクション」と
銘打ち、ヒューマニー活動のなかでも特にGHG削減への
取組みについて推進すべく、
清掃活動をはじめ、森林の
生育環境保持を目的とした
間伐作業等、各地で多岐に
わたる活動を展開しています。

環境保全プロジェクト

海洋プラスチック問題への
対応

・ 職員によるボランティア活動
・ 環境保全団体WWFジャパンの海洋保全活動への支援（2023年6月に紺綬褒章を受章）
・ アディダスグループが取り組む「move for the planet」事業への参画
・ プロゴルファー西村優菜プロによるBirdie Donation

・ 本社・東京本社においてレジ袋・プラスチックストローの利用を廃止
・ マイボトル・マイバッグ利用の推進
・ 環境省「Plastic Smart」に賛同
・ 使用済みクリアファイルリサイクル活動を推進

　職員のスポーツ活動を推進する
取組みや、スポーツ分野における
社会貢献活動が認められ、2019
年度から東京都の「東京都スポーツ
推進企業」、スポーツ庁の「スポーツ
エールカンパニー」に連続で認定
されています。

健康増進・スポーツ分野での取組み

【スミセイ・ヒューマニー活動 所属参加率】

出前授業

※包括連携協定締結済の都府県：山形県、東京都、愛知県、京都府、三重県、大阪府、岡山県、愛媛県、
香川県、沖縄県

取組方針・内容

2021年度アプローチ

2022年度における主な成果

お客さま

ビジネスパートナー 従業員

地球環境社  会

営承　N11

44件

自治体（都道府県）との
連携件数

（市との連携は約90件）

マテリアリティ

ステークホルダーとの
信頼関係の構築

課題認識

目指す姿

取組方針

取組内容

2022年度における主な成果

ステークホルダーからの期待に応え、
ステークホルダーに信頼・支持される会社を目指す

・ 信頼関係を毀損することにより社会的な存在意義
を失う可能性

・ 社会的な責任を果たすことによるステークホル
ダーからの信頼の獲得

リ
ス
ク

機
　
会

１ 金融リテラシー教育の推進
2  カーボンニュートラル社会実現への貢献
3  地域に根付いたウェルビーイングサービスの

提供
4  社会貢献活動の推進
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　2023年2月に東京本社を東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワーに移転しました。
　新東京本社では、「つながる、ひろげる、先へいく。Challenge ∞ Change」をグランドコンセプトとして先進の
オフィススタイルを導入し、環境・社会への配慮を通じて、SDGs達成に向けた取組みを進めています。その取組みが
評価され、オフィスの健康性・快適性と建物の環境性能等を総合的に評価・認証する「CASBEE スマートウェルネス
オフィス認証」の最高位（Ｓランク）を取得しています。さらに、日本経済新聞社と一般社団法人ニューオフィス推進協会

（ＮＯＰＡ）が共催する「第36回日経ニューオフィス賞」にて「ニューオフィス推進賞」を受賞しました。
　また、八重洲セントラルタワーは、環境・社会への配慮がなされた建物として「DBJ Green Building 認証」の５つ星、

「ZEB Ready」認証を取得しています。こうした環境・社会課題への解決の取組みを通じて、持続可能な社会の実現に
貢献していきます。

理解度 満足度 人生に役立つ

　2017年から、健康増進をテーマとした社会貢献事業「スミセイ“Vitality Action”」を継続して行っており、自治体や
財団、アスリート等の皆さまからご協力を得ながら、健康増進という社会課題に取り組んでいます。
　2022年度も、トップアスリートを講師に招き、親子で一緒に運動できるイベントを開催しました。
　これまで、全国で132か所（2023年3月末時点）で開催し、約6,800組を超える親子にご参加いただいています。

　子ども達への教育支援サービスを通じてWell-being（よりよく
生きる）の実現を目指し、人生100年時代を生きていく現代の子ど
も達が社会を生き抜く力、リテラシーを身に着けるための出前授
業プログラムを提供しています。
　住友生命の金融教育では、投資や資産運用といった金融商品の
知識以上に、ライフプラン（人生設計）のプロとしてWell-being

（どうよりよく生きるか）の観点から授業を構成しています。

◦お金の学び以上に、ライフプランとウェルビーイン
グの学びの声が多い

◦幸せに生きるための宣言（行動変容）は人それぞれ
◦授業内容だけでなく、住友生命の印象変化コメント

も多数
　「住友生命で働きたいと思った」
（2023.3月八王子中 授業前印象は“少し悪い”の生徒より）

入居企業の総務ご担当者
・オフィスを選ぶ際にビルの環境対応について、

全体の約8割が「考慮する」「今後考慮する
可能性がある」と回答。

・再生可能エネルギー由来の電力切替えに
ついて、全体の約7割が「賛同する」「どちら
かというと賛同する」と回答。

オフィスワーカー
・ビルの地球環境保護に向けた取組みについ

て、全体の約8割が「関心ある」「どちらかと
いうと関心がある」と回答。

2022年9月以降回収分

　小学生の放課後の居場所である全国の学童保育等の支援事業として2014年から開始し、
「いのち」「健康」「未来」をテーマに全17種類のプログラムを訪問・オンラインによりお届け
することで、子どもたちに学び・成長の機会を提供しています。

　不動産のサステナビリティの観点から、ビルの管理・サービス、安全性・快適性、
環境負荷低減への取組み等について、入居者が何を求めているか（期待や要望）、
またそれに対してどの程度応えられているか（評価・満足度）などを調査する目
的で入居者満足度調査を行い、回答者へのインセンティブとして、回答数に応
じて当社から環境保護活動団体等に寄付をする仕組みを設けました。
　その結果、計32万1,900円を日本赤十字社、WWFジャパンへ寄付しました。
調査結果をふまえて、管理会社と各ビルの改善すべき課題を共有し、安全・安心・
快適なオフィス環境の提供のためビル管理品質の維持・向上に努めていきます。

内　容：一度は受けたい「お金と人生」の授業
金融リテラシーだけでなく、自分らしく幸せに生きること（Well-
being）について考えることができます。

講　師：住友生命職員
（ファイナンシャルプランナー有資格者）

現役社会人による授業という観点で
キャリア教育効果も期待できます。

世界チャンピオン・ギネス世界記録の技を持つなわ
とびのプロが、誰でも楽しく上達できる方法を教え
てくれます。

子どもたちの「！」と「？」を引き出すサイエンスプロ
グラム。めくるめく楽しい科学実験に子どもたちの
いのちが輝きだします。

アクティブチャレンジとは、1週間のサイクル
で設定される運動ポイント目標を達成することで
特典が受けられるプログラムのことで、目標達成
に応じて商品と交換できる各種チケットを獲得
できますが、各種チケットに替えて「あしなが
育英会」・「日本対がん協会」・「日本赤十字社」・

「WWFジャパン」への寄付を選択できるように
なりました。

アクティブチャレンジを通じた寄付が2.3億円
を突破し、2023年5月には、寄付の取組みで日本
赤十字社の「金色有功章」を受章しました。「金色
有功章」とは、日本赤十字社が創設した表彰制度
で、一定額の活動資金（事業資金）を納めた功労者
などに贈られるものです。
　日本赤十字社への寄付は、災害時の医療救護や
救援物資の配布など、支援を必要とする人のため
に活用されます。

プログラム事例紹介

健康 いのち

保険事業を通じた健康寿命の延伸 保険事業を通じた安心の提供 持続的・安定的な成長の実現 ステークホルダーとの信頼関係の構築 サステナビリティを支える経営体制

金融リテラシー・キャリア教育を軸にした教育サービス4TOPICSスミセイアフタースクールプロジェクト1TOPICS

新東京本社（八重洲セントラルタワー）における取組み5TOPICS

投資用ビルの入居者満足度調査の実施と社会活動団体への寄付6TOPICS

スミセイ“Vitality Action”2TOPICS

アクティブチャレンジを通じた寄付が2.3億円を突破3TOPICS
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出前授業プログラムの概要

実績推移（のべ校数） アンケート分析（金融教育のみ n=876） 生徒からの声

22

レベルアップ！
全身元気なわとび

いのちかがやく
サイエンス

よく理解できた
65.2%

少し理解できた
33.6%

とても満足
 70.4%

少し満足
27.9%

98.8% 98.3%
97.5%

2022年度

33校

100校（予定）

2023年度2021年度

8校

【ビルの環境対応に関する質問の回答状況】

【新東京本社の様子】

エントランスロビー ミーティングスペース例
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社員（ご契約者）

会社（経営）

ご契約者懇談会 総代会 審議員会

総代候補者
選考委員会

総代候補者の
推薦

選任
選任

審議結果
報告

開催結果
報告

開催結果報告

ご
意
見
・
ご
要
望

書
面
に
よ
る
ご
意
見

ご
意
見
・

ご
要
望

ご
出
席

傍
聴
制
度

信
任
投
票

（
総
代
選
出
）

事
業
報
告

事
業
報
告

重
要
事
項
の

決
定

意
見

諮
問

保険事業を通じた健康寿命の延伸 保険事業を通じた安心の提供 持続的・安定的な成長の実現 ステークホルダーとの信頼関係の構築 サステナビリティを支える経営体制

23

１ グループベースの経営体制強化
2  コンプライアンスへの取組み
3  人権への取組み

4  個人情報保護への取組み
5  ERM経営の推進、リスク管理体制の高度化

　生命保険は、大勢の人が保険料を負担しあい、それを財源として死亡したときや病気になったときに保険金や給付金を
受け取るという「助け合い」「相互扶助」の仕組みによって成り立っている公共性の高い事業です。住友生命の組織形態は
相互会社であり、株式会社とは異なり株主が存在せず、保険契約者が会社の構成員すなわち「社員」となります。
　住友生命は、透明性が高い相互会社組織の実現を通じて、誠実な業務遂行・健全な財務基盤の構築を行い、「社員」やお客
さまをはじめとした各ステークホルダーに最も信頼・支持され、持続的・安定的に成長する会社を目指します。

　人権デュー・ディリジェンスの取組みとして、社内においては人権リスク評価を行い、事業活動における人権リスクを
洗い出し、そのリスクの深刻度および発生可能性を評価して優先的に取り組むべき重点課題を特定いたしました。またサプ
ライチェーンに対して、当社および子会社は「取引活動におけるガイドライン」を制定し、人権尊重に関連する領域も含
めた各種取組状況の定期的な確認を実施しています。
　また、税務に関する基本方針・行動規範として「住友生命グループ税務ポリシー」を2023年2月に制定し、本方針に基づき
税務に関するコーポレート・ガバナンスの向上に取り組んでいます。

【人権リスク評価】
人権リスク評価において特定された重要課題に対する未然防止・改善策を実施しています。
取組みの詳細については、当社ホームページを参照ください。
https://www.sumitomolife.co.jp/about/csr/initiatives/management_system/human_rights/index.html

【住友生命グループ税務ポリシー】
当社ホームページで公開しています。
https://www.sumitomolife.co.jp/about/csr/initiatives/management_system/governance/index.html#sec07

　あらゆる事業をお客さまに寄り添って前進
するための「住友生命グループ行動規範」の
周知・浸透・実践等によって、「お客さま本位の
業務運営」のさらなる推進を図っています。
　お客さまの信頼にお応えし続けていくという
経営の基本をより強固なものとしていくため、
コンプライアンスを重要な経営課題と捉え、
コンプライアンス推進体制を構築しています。

ERM経営の推進、リスク管理体制の高度化
等に取り組むことで、事業の持続可能性を
確保していきます。

リスク・リターン指標の活用や資本配賦運営の着実な実行と、実効性を踏まえたレベルアップ
リスクと自己資本のバランスを適切にコントロール

経営計画策定時や大規模なリスクテイク案件の実施時には、リスク・リターン指標の状況を含む収益性や、資本の充実
状況への影響を検証の上で資本配賦を実施しています。また、会社全体および事業分野別のリスク・リターン指標の
モニタリング結果を定期的にERM委員会および経営政策会議に報告し、実効性を踏まえたレベルアップを行っています。

職員の人権意識高揚と人権を尊重する職場風土づくりの推進
　住友生命およびグループ各社の役職員一人ひとりが行動レベルで実践していくための行動指針を定めた「住友生命
グループ行動規範」に「人権の尊重・良好な職場環境の確保」を明記して人権尊重への取組みを推進しています。また、
サステナビリティ経営を一層推進し、「SDGs達成への貢献」を果たしていく観点から、国内外で社会的に求められる

「ビジネスと人権」の視点も踏まえ、2021年11月に「住友生命グループ人権方針」を制定し、人権を尊重する取組みを
さらに推進しています。

透明性が高い相互会社組織の実現を通じた、お客さまの声を大切にする会
社の実現
　お客さまの声を総代会に適切に連携するため、ご契約者懇談会の主な意見・質問
等を総代会にて報告しています。
　また、情報開示の充実の観点から、東京証券取引所が定める「コーポレート・ガバナ
ンスに関する報告書」に準じた報告書を任意で作成し、開示することとしています。

　社会の環境変化に伴ってコンプライアンスの領域が拡大
しつつある状況を踏まえて、年間計画としての「コンプライ
アンス・プログラム」を策定し、保険募集管理態勢の強化、
職場環境コンプライアンスの推進、個人情報におけるリスク
管理の強化等をテーマとする運営を推進しております。
コンプライアンスに関する教育においては、各種研修・指導
を実施するにあたり、「住友生命グループ行動規範」の内容
を盛り込み、その徹底・浸透に注力しております。
　また、反社会的勢力排除の実効性を確保しつつ取引可否
判断を行うことや、セキュリティポリシーに則った業務
運営も併せて取り組んでおります。

コンプライアンス態勢の推進とコンプライアンス・マインドの醸成
反社会的勢力との関係遮断
制度・教育・ネットワークを通じた個人情報の厳正な管理とセキュリティの更なる推進

【相互会社の仕組み】

法令・社内ルールを守る

「コンプライアンス」領域の拡大

プリンシプル（＝住友生命グループ行動規範）に基づいて
全職員が自律的に判断・行動

+

「プリンシプルベース」 のコンプライアンス

総代会の様子

【住友生命のコンプライアンスに対する考え方】

・ 法令違反や社会規範を逸脱した企業行動による
信頼低下と企業価値毀損の可能性

・ 実効性の高いコーポレート・ガバナンスの実現と
継続的な改善を通じた企業価値の向上

リ
ス
ク

機
　
会

取組方針・内容

2022年度アプローチ

2022年度における主な成果

マテリアリティ

サステナビリティを
支える経営体制

課題認識

目指す姿

取組方針

取組内容

2022年度における主な成果

詳細はP24に記載しております

誠実な業務遂行・健全な財務基盤の構築を行い、持続可能な社会づくりに貢献する
企業グループであり続ける

https://www.sumitomolife.co.jp/about/csr/initiatives/management_system/human_rights/index.html
https://www.sumitomolife.co.jp/about/csr/initiatives/management_system/governance/index.html#sec07
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コンプライアンスの実現に向けて、プリンシプル・ベースの一層の浸透・実践とともに、重大事故発生によるレピュテー
ションリスクを重視したリスク・ベース運営を行うため、「基本方針」を以下のとおり作成しています。

　近年、各国で贈収賄防止の機運が高まっており、国内のグローバル企業ではグループベースでの贈収賄防止を掲げる
会社が一般的になっています。住友生命グループでも、グループ全体で贈収賄防止に取り組んでいます。
　住友生命においては、「贈収賄防止規程」を策定し、以下のルール等を定めています。

　住友生命は、「サステナビリティ経営方針」、「住友生命グループ人権方針」の趣旨を踏まえ、ビジネスパートナーの
ウェルビーイングの更なる推進を図る観点から「パートナーシップ構築宣言」を2023年5月に宣言いたしました。サプ
ライチェーン全体の共存共栄の趣旨から、取引を行う上での「人権尊重」「法令・社会規範等の遵守」「公平・公正な取引と
腐敗防止」「環境への配慮」「情報管理」等について宣言を行っております。なお、パートナーシップ構築宣言全文は当社
HP上にて公開しております。

ルール 趣旨等

①贈賄・収賄は禁止 「贈賄罪」「背任罪」などで罰せられる可能性が高い類型。

②利害関係のある国家公務員等への
接待・贈答等は禁止

国家公務員倫理法では、住友生命と利害関係のある国家公務員等への接待・贈答等が禁止されている。
（例：住友生命事業の許認可に関係する金融庁職員への接待・贈答等は禁止）

③過度な接待・贈答等は禁止
贈賄・収賄に該当しなくても、通常の社交儀礼の範囲を超える接待・贈答等を供与したり受領したり
することは行動規範を踏まえ禁止する。

④第三者（委託先等）の適切な管理 第三者（委託先等）が住友生命との契約に関連して贈賄を行わないよう、適切に管理する。

⑤賄賂の要求への適切な対応
公務員等に賄賂を要求された場合は、直ちにコンプライアンス統括部へ報告し、適切な対応を図る。

（必要に応じて弁護士との連携など）

リスク 未然防止・改善策

営業活動等における
お客さまの
個人情報の漏えい

・法令等に則り次の安全管理措置を講じ、お客さま情報の漏えいが生じないよう全社的に取り組んでいる。
－組織的安全管理措置　　　－人的安全管理措置
－物理的安全管理措置　　　－技術的安全管理措置

保険募集資料等における
マイノリティに対する
不適切な対応

・当社募集資料作成共通基準において人権への配慮に欠いた差別的表現を排除するよう規定。
・当社「販売資料審査委員会」における部門横断的な審査および社外弁護士の審査等により、

性別等マイノリティや人権にかかる表示・表現等の不適切な記載に対するチェックを実施。

外部委託先・代理店・
取引先における不適切な
労働時間等管理

・2022年8月に「取引活動におけるガイドライン」を公表し、人権尊重、法令および社会規範の遵守を
宣言するとともに、ステークホルダーに対して同ガイドラインへの理解と協力を求めている。

・外部委託先から「取引活動におけるガイドラインチェックシート」を取寄せ、適切な労務管理を含む
人権尊重に関する確認を進めている。

　住友生命は、お客さまの個人情報は、住友生命が業務上必要な範囲でお預かりしたお客さまの大切な財産であると
認識しており、「個人情報の保護に関する法律」等を遵守して、適正に取り扱っています。

　「ビジネスと人権に関する国別行動計画」公表以降の社会情勢を踏まえ、2021年に制定した「住友生命グループ人権
方針」に基づき、2022年度より人権デュー・ディリジェンスへの対応等新たな取組みに着手しています。引き続き国別
行動計画に則り、企業に求められる人権尊重への取組みを進化・充実させることを通して、住友生命グループ
Vision2030における目指す姿の実現ならびにグループ全体のサステナビリティ向上の推進に取り組んでいきます。
　また、人権教育・啓発研修等を通じて「グループ人権方針」のさらなる理解浸透を図り、行動化につながる人権意識の
高揚と人権尊重の職場風土づくりにも継続して取り組みます。

①「住友生命グループ人権方針」のさらなる理解浸透と行動化
②「ビジネスと人権に関する国別行動計画」に則った取組みの推進

（１）人権リスクの洗い出し
本社11部門を対象にコンサルタント会社のサポートを受け、ヒアリング等を行い、
所管業務における具体的な人権リスクの洗い出しを実施

（２）人権リスクにおける優先して取り組む重点課題（以下、重点課題）の選定
洗い出した具体的な人権リスクを分析、コンサルタント会社との間で意見交換を行い、
検討を重ね、人権リスクマップを作成。その評価結果を踏まえ、重点課題を選定

（３）重点課題の未然防止・改善策の検討・策定
重点課題に該当する人権リスクに対する未然防止・改善策を所管部門にて検討・策定

当社では、まず、「住友生命グループ行動規範」においてお客さま情報を厳正に管理することをすべての役職員の行動指針として定め、さ
らに、お客さま情報の漏えいを防止し、適切な管理を確保するための基本方針として「顧客情報等管理方針」を制定し、お客さまの個人情
報保護を推進しています。
また、個人情報を適正に収集させていただくことや、当社における個人情報の利用目的を特定し、この利用目的を達成するために必要な
範囲に限って個人情報を取り扱うことを徹底するなど、「個人情報の保護に関する法律」等にも確実に対応しています。
これらの個人情報保護に関する方針や取組みは、「個人情報保護に関する基本方針」としてまとめ、当社ホームページ等で公表しています。

■役職員が遵守しなければならないルール

■2023年度コンプライアンス・プログラムの基本方針

諸環境を踏まえた「基本方針」

Ⅰ「不祥事案を起こさない、不適切な行為を行わない」信頼・支持される企業文化の定着と行動化
・プリンシプル・ベース（「住友生命グループ行動規範」等）の一層の浸透・実践に向けた教育・指導（指導者のマネジメント力向上）、内部通

報制度の適切な運営・機能発揮など

Ⅱリスクにフォーカスしたコンプライアンス・コンダクトリスクの予兆把握・未然防止
・各組織のリスク評価、モニタリング・指導（前年度・当年度発生の不祥事件、個人情報漏えい事故の抑制）
・各支社の特性・リスクに応じた自律機能の一層の発揮による事故の未然防止・再発防止など

Ⅲ 営業職員チャネルのコンプライアンス・リスク管理態勢の更なる高度化
・金銭詐取その他重大事故の未然防止に向けた態勢整備（本社販売部門のコンプライアンス機能の更なる発揮、その他当社としてのベス

トエフォートを尽くした保険募集管理態勢の構築）

Ⅳ 諸環境の変化および法令改正等の動向を踏まえた適切な対応
・グループ・コンプライアンスの適切な運営・体制の整備、マネー・ローンダリング等防止への対応
・デジタル化（WaaS）や新領域・次世代ビジネスにおけるリーガルサポート・リーガルチェック体制の拡充
・本社における法務人財育成・教宣、法務専門人財の採用・育成

【2023年度基本方針】

基
本
方
針

2023年度人権運営のテーマ

人権デュー・ディリジェンスの取組み
1．人権リスク評価の取組み経緯
　社内の人権デュー・ディリジェン
スの取組みとして、人権リスクを洗
い出し、リスク分析の上、取り組む
べき重点課題を特定しました。

２．重点課題の未然防止・改善策
　人権リスクの重点課題に対し、下記の未然防止・改善策を実施している旨、当社HP上で公表しました。

３．サプライチェーンに対する取組み
　当社および子会社は、「取引活動におけるガイドライン」を
制定し、人権尊重に関連する領域も含めた、委託先の各種取
組状況について定期的に確認を行っています。

保険事業を通じた健康寿命の延伸 保険事業を通じた安心の提供 持続的・安定的な成長の実現 ステークホルダーとの信頼関係の構築 サステナビリティを支える経営体制

取引活動におけるガイドライン

詳細は公式HPを参照ください
https://www.sumitomolife.co.jp/file.jsp?id=34615

2023年度コンプライアンス・プログラムの基本方針 1TOPICS 個人情報保護に関する考え方・取組み4TOPICS

人権尊重の取組み5TOPICS

贈収賄防止の取組み3TOPICS

パートナーシップ構築宣言 2TOPICS
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ESG関連データ

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度

GHG排出量（Scope1+2+3） (単位：t-CO2e) 148,664 126,159 131,557 134,162

GHG排出量（Scope1） 15,044 10,937 12,978 12,852

GHG排出量（Scope2） 36,097 28,137 28,308 26,094

GHG排出量（Scope3合計） 97,523 87,086 90,271 95,216

カテゴリ1「購入した製品・サービス」 32,845 30,938 34,980 33,197

カテゴリ3「Scope1,2に含まれない
燃料及びエネルギー活動」 6,096 5,040 4,888 4,555

カテゴリ4「輸送、配送（上流）」 1,011 852 922 749

カテゴリ5「事業から出る廃棄物」 1,737 1,471 1,791 2,111

カテゴリ6「出張」 3,196 2,830 2,544 3,033

カテゴリ7「雇用者の通勤」 52,347 45,755 44,920 51,419

カテゴリ12「販売した製品の廃棄」 292 200 226 151

GHG排出量
（資産ポートフォリオ）※

(単位：t-CO2e/100万円) 1.22 0.92 0.82 ー(未判明)

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度

GHG排出量（Scope1+2+3） (単位：t-CO2e) 165,249 140,313 145,966 150,891

GHG排出量（Scope1） 15,476 11,219 13,112 13,306

GHG排出量（Scope2） 38,795 30,514 30,432 28,687

GHG排出量（Scope3合計） 110,977 98,580 102,422 108,897

カテゴリ1「購入した製品・サービス」 38,046 35,918 41,630 38,646

カテゴリ3「Scope1,2に含まれない
燃料及びエネルギー活動」 6,337 5,278 5,132 4,838

カテゴリ4「輸送、配送（上流）」 1,367 1,317 1,650 1,519

カテゴリ5「事業から出る廃棄物」 2,022 1,690 1,981 2,275

カテゴリ6「出張」 5,906 4,264 3,050 6,771

カテゴリ7「雇用者の通勤」 56,933 49,843 48,611 54,600

カテゴリ12「販売した製品の廃棄」 365 270 369 249

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度

電気使用量 (単位：千kWh) 8,511 8,007 7,308 7,274

ガス使用量 (単位：千m3) 268 272 245 231

水道使用量 (単位：千m3) 109 92 82 76

産業廃棄物発生量 (単位：t) 429.5 363.7 336.3 788

産業廃棄物廃棄量 (単位：t) 70.2 43.4 41.2 33.8

産業廃棄物リサイクル率 (単位：％) 84 88 88 96

環境
（住友生命単体）

(国内外グループ)

(本社・東京本社)

※ 資産ポートフォリオの最新判明実績は2021年度分。なお、2030年削減目標の対象資産見直し（2023年3月）に伴い、実績値は洗い替えた数字。

ウェルビーイング貢献領域 住友生命グループVision2030で目指す
ウェルビーイングな姿

健康増進への貢献
～身体的な豊かさ～
Vitalityを核とした健康サポート

保険を通じた安心の提供
～経済的な備え～
お客さまなどに寄り添い続け、
一人ひとりのニーズに応じた
最適な保障・サービスを提供

充実したくらしを支える
～社会的なつながり～
世代ニーズを捉えた総合的なサービスの提供

それぞれのニーズにあった保
証・サービスの提供を受け、様々
なリスクに対して不安なく、活
き活きとくらすことができて
いる。

少子高齢化社会の中でも、多く
の方が健康で豊かに生きるこ
とができる。また、齢を重ねて
も、病気になったとしても、身
近な方とともに、幸せに生きる
ことができる。

未来に向けたイノベーションを共に築き、
ビジネスパートナーの成長にもつなげていく

住友生命グループの理念を共
有し、共に価値を創造・提供し
ていくことで、ビジネスパート
ナー自身とそのステークホル
ダーのサステナビリティが高
まっていく。

住友生命グループの人財の活性化、
エンゲージメントの向上に取り組む

一人ひとりが自律的かつ主体
的に成長しながら、自身の価値
を発揮できる。また、周りの方
から信頼され、誇りと自信を
もって働き続けられる。

カーボンニュートラル実現に向けた
絶え間ない取組みにより
地球環境の改善を図っていく

カーボンニュートラル実現に
向けた取組みにより、気候変動
のリスクが大きく低減される。
多様な生物が生息し、持続可能
な環境が作られている。

社  会

地球環境

お客さま

ビジネス
パートナー

ステークホルダーのウェルビーイングに向けて
　住友生命グループVision2030では、各ステークホルダーに向けたウェルビーイング貢献領域を定めており、
ウェルビーイングな姿の実現に向けて、取組みを進めていきます。

従業員

ステークホルダーのウェルビーイングに向けて ESG関連データ 社会からの評価 イニシアティブへの参画



52住友生命 サステナビリティレポート 2022住友生命 サステナビリティレポート 2023

パーパス / 
目次 トップメッセージ 2022年度サステナビリティ

ハイライト
理念体系 / 

サステナビリティ経営方針
社会課題に対する

歩み 特集 マテリアリティに
対する取組み その他

グループ・サステナビリティ
オフィサーメッセージ / 推進体制 / 

サステナビリティ重要項目（マテリアリティ） 

26

2020年度 2021年度 2022年度

育児休業取得率 男性：96.0％
女性：96.3％

男性：102.1％
女性：   94.7％

男性：104.4％
女性：100.4％

看護休暇・欠勤、両立支援休暇取得者数 269名 757名 629名

介護休職取得者数 35名 59名 66名

介護休暇、両立支援休暇取得者数 13名 25名 19名

ファミリーサポート転勤制度※1利用者数 23名 40名 43名

ジョブカムバック制度※2利用者数 1名 2名 4名

総労働時間削減(2016年対比) ▲11.1% ▲11.2% ▲10.3%

有給休暇月１日以上取得者占率 73.9% 76.7% 81.8%

職員エンゲージメントスコア※3 ー 63% 61%

2020年度 2021年度 2022年度

1次健診受診率 95.3％ 100％ 100％

2次健診対象者占率 29.0％ 28.2％ 27.2％

2次健診受診率 56.7％ 60.6％ 64.8%

特定健診受診率 76.7％ 78.6％ ー(未判明)

特定保健指導完了率※1 33.4％ 44.6％ ー(未判明)

ウォーキングキャンペーン
延べ参加者数※2

12,413名 21,197名 22,075名

喫煙率 24.3％ 23.7％ 23.5％

2020年度 2021年度 2022年度

ボランティア参加職員数(※延べ人数) 51,983名 49,598名 49,601名

社会貢献活動支出額（総額） (単位：100万円) 1,086.30 1,030.83 1,146.00 

うち寄付金 988.44 917.78 1,028.86 

マッチング・ギフト資金支援 0.59 0.80 1.18 

うちその他 97.27 112.25 116.82 

働き方の改革

健康経営

社会貢献

※1 結婚や配偶者の転勤、家族の介護など、家庭の事情により転居の必要が生じた場合、希望により転居先の勤務地に転勤することができる制度
※2 結婚・出産・育児、それ以外の理由で一旦退職した場合でも、住友生命での経験を活かして職員として復帰することができる制度
※3 2021年度より「エンゲージメントサーベイ」を導入

※1 当健保は35歳以上を対象とするが、指標については法定の40歳以上
※2 新型コロナウイルス感染拡大の影響を鑑み、2020年度については秋開催のみ

2020年度 2021年度 2022年度

女性管理職比率 44.6％

4  .3％

48.3％

男女の賃金の差異※ ー ー

障がい者雇用率 2.42％ 2.40％ 2.41％

シニア人財人数 5,427名 5,636名 6,003名

多様な人財の活用

※ 男性の賃金に対する女性の賃金の割合。詳細は統合報告書「REPORT SUMISEI 2023」(資料編)P.107を参照。
補足説明： ・就業規則その他の社内規程において男女による差はなく、男女の賃金の差異は主に職種別の男女構成比の差によって生じています。

 ・女性活躍推進に関する行動計画を策定し、2025年度末の女性管理職比率50％を目標とする等、女性の賃金向上に資する施策を推進しています。

区分 2021年度末
在籍数

2022年度末
在籍数

2021年度
採用数

2022年度
採用数

2022年度末

平均年齢 平均勤務年数

職員 10,672名 10,511名 328名 345名 46歳11ヶ月 16年  9ヶ月

（男性） 4,205名 4,120名 96名 66名 47歳  3ヶ月 21年  7ヶ月

（女性） 6,467名 6,391名 232名 279名 46歳  9ヶ月 13年  7ヶ月

（総合キャリア職員）※１ 3,986名 3,968名 89名 55名 45歳  3ヶ月 21年  8ヶ月

（ビジネスキャリア職員）※２ 4,325名 4,299名 133名 115名 44歳10ヶ月 14年  4ヶ月

営業職員 34,664名 33,538名 6,118名 5,410名 46歳  7ヶ月 12年  7ヶ月

（男性） 386名 367名 28名 29名 49歳  5ヶ月 16年11ヶ月

（女性） 34,278名 33,171名 6,090名 5,381名 46歳  6ヶ月 12年  7ヶ月

(定地型支部長・総合営業職員・
  営業管理職) 2,975名 3,081名 381名 269名 38歳  3ヶ月 12年  0ヶ月

（上記以外の営業職員） 31,689名 30,457名 5,737名 5,141名 47歳  5ヶ月 12年  8ヶ月

2021年度末 2022年度末

平均給与※1

（職員） 
（単位：千円） 353 356

2021年度 2022年度

平均給与※2

（営業職員） （単位：千円） 260 259

職員の概況

研修・キャリア

※1 一人ひとりの更なる自己成長の促進と、生産性の向上に向けて、職員の自己研鑽を推進・支援する観点から、受講する通信・通学講座、ビジネススクール、社外セミナー等について、
受講費用の一部補助を行っています。2022年度から年間上限額10万円から20万円に引き上げを実施。

※2 仕事の方法論や専門性の深耕・社会観の醸成等幅広いテーマから、話題のトピックをピックアップし、各領域における第一人者を講師に迎え、公募制セミナーを実施しています。
※3 2020年度から認知症サポーターの養成を運営化
※4 グローバル人財共育に向けた、国内研修(Next Global Leaders Training)

※1 職種体系変更に伴い総合職員から名称変更(2021年4月～)
※2 職種体系変更に伴い一般職員から名称変更(2021年4月～)

※1 平均給与月額は、各年度末3月中税込定例給与であり、賞与及び時間外手当は含みません。
※2 平均給与月額は、各年度の税込定例給与であり、賞与は含みません。

2020年度 2021年度 2022年度

自己啓発費用サポート※1

利用者数 467名 673名 2,105名

ゆう活講座※2参加者数 　927名 4,077名 4,221名

認知症サポーター養成講座
参加者数※3

30,379名 5,311名 4,510名

健康マスター検定合格者数 1,373名 640名 299名

ジェロントロジー検定合格者数 170名 3,907名 1,047名

NGLT研修※4参加者数 ー 18名 20名

職種変更制度利用者数 39名 21名 11名

キャリアアップ支援制度
利用者数 2名 4名 4名

人財公募制度適用者数 20名 37名 38名

ステークホルダーのウェルビーイングに向けて ESG関連データ 社会からの評価 イニシアティブへの参画
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0



54住友生命 サステナビリティレポート 2022住友生命 サステナビリティレポート 2023

パーパス / 
目次 トップメッセージ 2022年度サステナビリティ

ハイライト
理念体系 / 

サステナビリティ経営方針
社会課題に対する

歩み 特集 マテリアリティに
対する取組み その他

グループ・サステナビリティ
オフィサーメッセージ / 推進体制 / 

サステナビリティ重要項目（マテリアリティ） 

社会からの評価  イニシアティブへの参画

「令和3年度　消費者志向経営優良事例表彰」
消費者庁長官表彰を受賞 

“住友生命「Vitality」”が
神奈川県「ME-BYO BRAND」

に認定（2019年3月受賞）

「PRIDE指標2021」
ゴールド表彰を受賞（2021年）

「第7回健康寿命をのばそう！アワード
（生活習慣病予防分野）」
厚生労働大臣最優秀賞を受賞

「健康経営優良法人2023（ホワイト500）」
に6年連続で認定（2023年）

「2018年日経優秀製品･サービス賞 最優秀賞
日経ヴェリタス賞」

を受賞（2018年）（5回目）

“住友生命「Vitality」”が
「ソーシャルプロダクツ・アワード2021」

にて「審査員特別賞」を受賞

「女性が輝く先進企業表彰」
内閣府特命担当大臣（男女共同参画）表彰を受賞

（2018年度）

「プラチナくるみんプラス」
の認定を取得（2023年）

「ダイバーシティ経営企業100選」
を受賞（2013年度）

“住友生命「Vitality」”が
「WELLBEING AWARDS」

にて「モノ・サービス部門グランプリ」を受賞
（2023年）

Net-Zero Asset Owner Alliance（AOA）
・国連環境計画・金融イニシアティブ（UNEP）と責任投資原則（PRI）主導の下、

2019年から活動する国際イニシアティブ。アセットオーナーが連携し、気温
上昇1.5℃以内に抑制するパリ協定の目標達成を目指す。

・2021年10月に加盟。

CDP
・世界の主要企業に対し、気候変動、水、森林等に関す

る情報開示を促すとともに、協働エンゲージメント
を行うイニシアティブ。2000年に設立。

・住友生命は2020年12月に署名済。

21世紀金融行動原則
・2011年10月に持続可能な社会の形成のために必要

な責任と役割を果たしたいと考える金融機関の行
動指針としてまとめられた。正式名称は「持続可能
な社会の形成に向けた金融行動原則」。

・住友生命は2020年11月署名済。

「The Valuable 500」
・2019年1月の世界経済フォーラム年次総会（ダボ

ス会議）で発足した世界的ムーブメントであり、ビ
ジネス、社会、経済において、障がい者が自らの潜在
的な価値を発揮できるよう、ビジネスリーダーが改
革を起こすことを目的としている。

・住友生命は2020年9月に加盟。

責任投資原則
・2006年に国際連合が提唱した投資原則で、機関投

資家等に対し、ESGの観点を投融資の意思決定プロ
セスに組み込むこと等を求める原則。

・住友生命は2019年4月に署名済。

国連グローバル・コンパクト （UNGC）
・人権、労働、環境、腐敗防止の4分野からなる10原則

を遵守・実践するイニシアティブ。

・住友生命は、2008年7月から参加。

TNFDフォーラム
・生物多様性の開示基準フレームワークを策定する

TNFD(Taskforce on Nature-related Financial 
Disclosures)の活動を支援する団体。

・2022年9月に加盟。

インパクト志向金融宣言
・金融を通じて環境や社会の課題解決を目指す金融機関が協同でインパクト

投資の実践および推進すること等を目的として2021 年11月に発足した国内
イニシアティブ。

・住友生命は2022年4月に加盟。

PCAF
・2015年に発足した資産ポートフォリオの温室効果

ガス排出量の測定・ 開示方法の標準化を目指すイ
ニシアティブ。

・住友生命は2021年9月に署名済。

Climate Action 100+
・企業とのエンゲージメント活動を通じて、温室効果

ガス排出量の削減等を求めるイニシアティブ。

・住友生命は2020年12月に署名済。

女性のエンパワーメント原則
・2010年3月に国連と企業の自主的な盟約の枠組みである

UNGCとUNIFEM（現UN Women）が共同で策定した
企業の行動原則で、企業がジェンダー平等と女性のエン
パワーメントを経営の核に位置付けて自主的に取り組む
ことで、企業活動の活力と成長の促進を目指して、女性の
経済的エンパワーメントを推進する国際的な原則。

・住友生命は2020年9月に署名済。

JSI
・アセットオーナーと運用機関等の業界関係者との

間の実務的な課題に関する意見交換、情報共有お
よび対応策等の検討を業界横断的に実施すること
を目的として2019年11 月に設立されたイニシア
ティブ。

・住友生命は発足当初から参加。

気候関連財務情報開示タスクフォース
・2015年12月にFSBが設置した、民間主導のタスク

フォース。2017年6月に企業が任意で行う気候関連
のリスク・機会等に関する情報開示のフレームワー
クを示した最終報告書（TCFD提言）を公表。

・住友生命は2019年3月にTCFD提言への賛同を表明。

Advance
・2022年5月に PRI（責任投資原則）事務局主導の下

で開始された5年間のプロジェクトであり、機関投
資家が協働エンゲージメントを通じて、国内外の企
業等に対して、主に人権に係る社会課題の解決を働
き掛けるイニシアティブ。

・2022年12月にAdvance の活動を支援する「エン
ドーサー」として署名。

社外評価・表彰 イニシアティブへの参画

「第4回　日本サービス大賞」
「優秀賞」「審査員特別賞」をW受賞（2022年）

ステークホルダーのウェルビーイングに向けて ESG関連データ 社会からの評価 イニシアティブへの参画
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本　　社 〒540-8512 大阪府大阪市中央区城見1-4-35
電話（06）６937-1435［大代表］

東京本社 〒104-8430 東京都中央区八重洲2-2-1
電話（03）3273-8000［大代表］

〈ホームページ〉 https://www.sumitomolife.co.jp

住友生命

https://www.sumitomolife.co.jp



